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序　　　　　文

　国際協力機構は、メキシコ合衆国（以下、「メ」国と記す）関係機関との討議議事録（Record 
of Discussions：R/D）等に基づき、「メキシコ合衆国ハリスコ州家畜衛生診断技術向上計画」を平

成13年12月から５カ年計画で実施しています。

　協力終了を平成18年11月に控え、プロジェクトで実施してきた協力活動全般について、その

達成状況を整理・把握して評価を行い、今後の協力方針や類似プロジェクトへの教訓・提言を得

ることを目的として、平成18年７月17日から８月６日まで当機構国際協力総合研修所国際協力

専門員の多田融右を団長とする終了時評価調査団を派遣しました。

　調査団は、「メ」国側メンバーと構成した合同終了時評価チームとして過去約４年８カ月間の

投入実績、活動の達成度を確認し、「メ」国政府関係者との協議及び関係者へのインタビューを

通じて今後の活動方針等に対して必要な提言を行いました。

　この報告書が本プロジェクトの今後の推進に役立つとともに、この技術協力が両国の友好・親

善の一層の発展に寄与することを期待します。

　終わりに、この調査にご協力とご支援をいただいた関係者の皆様に対し、心から感謝の意を表

します。

　平成18年８月

独立行政法人国際協力機構

農村開発部　古賀　重成
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APP Actinobacillus Pleuropneumoniae 豚胸膜肺炎

BE Blue Eye Disease 豚ブルーアイ病

BK Bovine kidney cell 牛腎細胞

BTb Bovine Tuberculosis 牛結核病

BVD Bovine Viral Diarrhea 牛ウイルス性下痢症

CDs Campaign Diseases キャンペーン疾病

CENASA
National Center for Diagnostic Services for 
Animal Health

国立家畜衛生診断サービスセンター

CF Complement Fixation 補体結合反応

CK Chicken Kidney cell 鶏腎細胞

COMlTE
Committee for the Fomentation of Livestock 
and Animal Protection in the State of Jalisco

ハリスコ州牧畜振興保護委員会

C/P Counterpart カウンターパート
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CUCBA
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Agropecuarias
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ELISA Enzyme-Linked Immunoabsorbent Assay 酵素結合免疫測定法
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ハリスコ州エルサルト地域家畜病理検査

所（エルサルト・ラボ）

EMA Entidad Mexicana de Acreditación メキシコ認定協会

E/N Exchange of Notes 交換公文

FAT Fluorescent Antibody Technique 蛍光抗体法

F/U Follow Up フォローアップ

HI Hemagglutination lnhibition 赤血球凝集抑制反応

IB Infectious Bronchitis 伝染性気管支炎

IBD Infectious Bursal Disease 伝染性ファブリキウス嚢病

IBR Infectious Bovine Rhinotracheitis 牛伝染性鼻気管炎

IHS Immunohistochemical staining 免疫組織学的染色

ISO International Organization for Standardization 国際標準化機構

JCC Joint Coordinating Committee 合同調整委員会



MVZ Doctor of Veterinary Medicine (DVM) 獣医師

NIAH National lnstitute of Animal Health 国立家畜衛生研究所

NCCLS
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国際臨床検査標準協議会
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OJT On-the-Job Training オンザジョブ・トレーニング
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PDM Project Design Matrix プロジェクト・デザイン・マトリックス

PO Plan of Operation 活動計画
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Syndrome

豚繁殖・呼吸障害症候群
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SAGARPA
Secretariat of Agriculture, Livestock, Rural 
Development, Fisheries and Food

農牧農村開発漁業食糧省

SEDER
Secretariat of Rural Development, Government 
of the State of Jalisco

ハリスコ州農村開発局
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ハリスコ州家畜衛生診断技術向上計画

UdG Guadalajara University グアダラハラ大学

VNT Virus Neutralization Test ウイルス中和試験
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評価調査結果要約表

１．案件の概要

国名 : メキシコ合衆国 案件名：ハリスコ州家畜疾病診断技術向上計画

分野：農業 援助形態：技術協力プロジェクト

所轄部署：農村開発部 協力金額（評価時点）：579 百万円

協力期間

（R/D）：2001 年 12 月 10 日 
　　　   ～ 2006 年 12 月９日

（延長）なし

（F/U）なし

（E/N）（無償）なし

先方関係機関：農牧農村開発漁業食糧省、ハリスコ州

農村開発局、ハリスコ州牧畜進行保護委員会

日本側協力機関：農林水産省

他の関連協力：

１－１　協力の背景の概要

　メキシコ合衆国（以下、「メ」国）は近年順調に経済成長を遂げている一方で、都市部と農村部

の所得格差が拡大しつつある。人口の移動を通じて農村部の衰退、都市インフォーマルセクターの

肥大化を引き起こしてきており、農村部での産業振興、雇用創出が喫緊の課題となっている。農村

部での産業振興の観点から、国土の 38% を占める天然草地・牧草地を有効活用し得る畜産は有望

な産業である。しかし、「メ」国には現在も多くの家畜の伝染性疾病が存在するため、生体あるい

は畜産物の処分や域外への移動制限による経済損失が大きく、産業振興には大きな問題となってい

る。

　このような背景の下、家畜衛生状況を改善し、農村部の産業振興を図るため、「メ」国政府より、

畜産農家と密接に結び付いている地域中央診断ラボを整備し、診断・検査等の技術改善及び向上を

目的とする技術協カプロジェクトが要請された。

　「メ」国側の実施機関は農牧農村開発漁業食糧省（Secretariat of Agriculture, Livestock, Rural 
Development, Fisheries and Food：SAGARPA）、 ハ リ ス コ 州 農 村 開 発 局（Secretariat of Rural 
Development, Government of the State of Jalisco：SDER）、ハリスコ州牧畜振興保護委員会（Committee 
for the Fomentation of Livestock and Animal Protection in the State of Jalisco：COMITE）、プロジェクト

のメインサイトは COMITE のエルサルト・ラボ、協力期間は 2001 年 12 月 10 日から５年間である。

１－２　協力内容

（１）上位目標

ハリスコ州における家畜衛生状況が改善される。

（２）プロジェクト目標

ハリスコ州の COMITE のラボにおける総合的な家畜感染病診断体制が強化される。

（３）成果

成果１：エルサルト・ラボにおける基礎的な検査技術が改善される。

成果２：ハリスコ州で問題となっている家畜感染病に対するエルサルト・ラボでの診断技術

が改善される。

成果３：ハリスコ州における他の COMITE ラボも含む家畜衛生関係者の衛生知識・技術が向

上する。
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（４）投入

日本側：

長期専門家派遣　　   ７名 　　　機材供与 120,000 千円

短期専門家派遣延べ  16 名 　　　ローカルコスト負担 26,500 千円

研修員受入れ　　 　 16 名
相手国側 :
カウンターパート（Counterpart：C/P）配置 22 名
土地・施設提供 エルサルト・ラボの敷地および建物、実験動物舎、研修棟

ローカルコスト負担 48,379 千ペソ

２．評価調査団の概要

調査者 （担当分野：氏名　職位）

総括／家畜衛生　多田　融右　JICA 国際協力専門員

家畜疾病診断　　村上　賢二　農業・食品産業技術総合研究機構動物衛生研究所

　　　　　　　　　　　　　　ウイルス研究チーム 上席研究員

計画管理　　　　石橋　匡　　JICA 農村開発部第二グループ畑作地帯第１チーム

評価分析　　　　野崎　裕　　㈱パシフィックコンサルタンツインターナショナルプ

　　　　　　　　　　　　　　ロジェクト部長

調査期間 2006 年 7 月 17 日～８月６日 評価種類：終了時評価調査

３．評価結果の概要

３－１　実績の確認

（１）プロジェクト目標の指標に対する実績は以下のとおりである。指標はほぼ満たされており、

プロジェクト目標は達成されたといえる。

プロジェクト目標の指標 指標の達成状況

１） ハ リ ス コ 州 の

COMITE のラボにおいて

CDs 診断が可能となる。

キャンペーン疾病（Campaign Diseases：CDs）の診断が可能と

なり、総合的診断体制も強化されつつある。

（注１）牛狂犬病の診断はエルサルト・ラボで可能である。し

かしながら、狂犬病は保健省所管であることから、検体をメキ

シコ市の国立疫学研究所に送っている。

（注２）ダニ媒介血液寄生虫病は、飼育環境と臨床がより重要

であることから、COMITE としてもラボヘの寄生虫学部門の設

置を予定していない。

注：CDs は次の９疾病。牛（ブルセラ病、牛結核病、狂犬病、ダニ媒介血液寄生虫病）、豚（豚コレラ、オーエスキー病）、
鶏（鳥インフルエンザ、ニューカッスル病、サルモネラ症）
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（２）成果の指標に対する実績は以下のとおりである。指標はほぼ満たされている。

成果の指標 指標の達成状況

１）エルサルト・ラボに

おいて基礎的な検査技術

の項目数が増加する。

基礎的な検査技術の項目数が増加した。

導入された主な検査技術は次のとおり。

＜ウイルス学的検査＞

・発育鶏卵接種による家禽ウイルスの検査技術

・細胞培養技術

・培養細胞を用いたウイルスの分離・同定技術

・血清学的診断技術（酵素結合免疫測定法（Enzyme-Linked 
Immunoabsorbent Assay：ELISA）および赤血球凝集抑制反応

（Hemagglutination lnhibition：HI））
・ポリメラーゼ連鎖反応（Polymerase Chain Reaction：PCR）法

によるウイルス検出技術

・抗血清の作製および利用技術

＜細菌学的検査＞

・標準菌株の導入

・病原細菌の分離・同定技術

・病原細菌の保存技術

・薬剤感受性試験法

・複数菌が関与する疾病の診断

・血清反応技術（補体結合反応（Complement Fixation：CF））
・血清型別用血清の作製と利用技術

・PCR 法による菌種の同定

< 病理学的検査 >
・組織標本作製技術

・特殊染色技術

・組織診断記録の保存

・免疫蛍光染色技術

・免疫組織学的染色（Immunohistochemical staining：IHS）技術

・免疫染色のための抗血清の作製

・病性鑑定材料の最終診断のための全分野会議

２）ハリスコ州で問題と

なっている９種類以上の

家畜感染病の診断が可能

となる。

エルサルト・ラボでは50種類以上の家畜疾病診断を行っている。

３）研修会及びセミナー

等が年３回以上開催され

る。

エルサルト・ラボでの研修５回

セミナー開催 12 回

専門家講演 16 回

ニュースレター発行 14 回
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３－２　評価結果の要約

（１）妥当性

　妥当性は高いと判断される。畜産振興を進めるなかで疾病診断技術の向上は「メ」国政府お

よびハリスコ州政府の重要な政策となっており、「メ」国政府は州政府および生産者団体ととも

に家畜伝染病撲滅のための家畜疾病キャンペーンを行っている。また「メ」国政府の農村開発

プログラム「アリアンサ・コンティーゴ 2001 ～ 2006」は家畜衛生向上と畜産振興も対象とし

ており、同プログラム資金によりプロジェクトサイトであるエルサルト・ラボが建設されるなど、

本プロジェクトの資金的および制度的裏づけとなっている。

　また、我が国は対メキシコ援助重点分野の１つとして「人間の安全保障の向上と貧困削減の

ための協力」を挙げており、本プロジェクトは地場産業の支援の観点からこれに資するものと

して位置づけられている。

　　　

（２）有効性

　有効性は高いと判断される。エルサルト・ラボのメキシコ認定協会（Entidad Mexicana de 
Acreditación：EMA）の認証取得に現れているように COMITE ラボの診断技術は向上してお

り、またラボ内の複数の部門による総合診断も既に始まっていることから、プロジェクト指標

の達成度は高い。また、エルサルト・ラボの検査技術の向上と併せて、セミナーや研修により

COMITE の他のラボの技術が向上するとともに、ラボと直接かかわる関係機関や生産農家の家

畜衛生向上の重要性についての認識が高まっていることから、アウトプットは診断体制の強化

というプロジェクト目標の達成に十分であり、論理的な無理はなかったと判断される。診断用

抗血清の作製は当初計画より遅れているが、プロジェクト指標の達成に影響はないと判断され

る。

（３）効率性

　効率性は高いと判断される。日本側では初期の専門家の投入の遅れがあり、またメキシコ側

の実験動物棟および研修棟建設の遅れがあったが、アウトプットの産出に大きな影響はなかっ

た。その他の日本側、「メ」国側からの投入はタイミング、質量ともにおおむね計画どおりに行

われた。毎年１回（計４回）の合同調整委員会（Joint Coordinating Committee：JCC）に加えて

半年ごとにモニタリング会議（計６回）を開き関係者間の共通理解を深め、これらの会議がプ

ロジェクトの効率性確保に貢献した。また、月例会議等を通じて日本人専門家と C/P のコミュ

ニケーションが良好であったことも効率性向上に貢献した。

（４）インパクト

　主なインパクトは以下のとおりである。

　　＜技術的側面＞

　　１）ハリスコ州の家畜衛生状況が改善された。

　プロジェクトの開始以前には、CDs は１つも清浄化されていなかったが、ニュ―カッスル

病（Newcastle Disease：ND）および鳥サルモネラ症は 2005 年１月に、豚コレラ（Classical 
Swine Fever：CSF）は 2006 年７月に清浄化された。また、牛結核病（Bovine Tuberculosis：
BTb）も、一部の地域で清浄化され、鳥インフルエンザ（Avian Influenza：AI）、その他の疾

病についても衛生状態は改善された。COMITE のラボは、プロジェクトを通じて検査能力

が向上したことにより清浄性確認のための検査を効率的に行い、疾病のモニタリングに貢献

した。
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　　２）他州の家畜疾病診断技術の向上に貢献した。

　2006 年の研修ではグアナファト州のイラプアト・ラボの職員が検査の基本と ELISA を受

講した。その結果、同ラボは CSF とオーエスキー病（Aujesky’s Disease：AD）診断に関す

る認定ラボの認証を EMA に申請している。さらに、本年も他州の２カ所のラボの職員に対

する研修が計画されている。これらは、プロジェクトの波及効果が州外で発現したものと評

価される。

　　３）エルサルト・ラボの品質管理が向上した。

　「メ」国においてレベルの高いリファレンスラボとして公に認められるためには、EMA が

メキシコ公式標準（Mexican Official Standards：NOM）や ISO 等に基づき設定している厳し

い書類審査および査察に合格し、その認定証を取得しなくてはならない。エルサルト・ラボ

は 2006 年６月１日に 11 の診断技術について EMA の認定を取得した。「メ」国内ではこの

種のラボは８カ所だけである。これは、プロジェクトの活動に伴い、ラボの検査技術及び診

断能力が飛躍的に向上したことが、大きく貢献したものと判断される。

　　＜社会的側面＞

　　４）家畜衛生の重要性が周知された。

　プロジェクトを通し検査・診断体制が充実したエルサルト・ラボの存在が関係機関や利用

者すなわち畜産農家に知れわたり、ラボの重要性と家畜衛生状況の改善の必要性が周知され

た。例えば、獣医の推薦により畜産農家は、CDs である AD の検査の際に豚繁殖・呼吸障害

症候群（Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome：PRRS）、豚胸膜肺炎（Actinobacillus 
Pleuropneumoniae：APP）、豚マイコプラズマ感染症等の他の疾病の検査を行うようになった。

これは、家畜衛生管理の重要さの意識が向上した１つの証拠である。

　　５）ハリスコ州の畜産業振興に貢献した。

　ハリスコ州は家畜衛生状況の問題から畜産物の輸出や移動が制限されており、経済的にも

不利な立場にあった。プロジェクトの効果により、ハリスコ州の家畜衛生状況が改善され、

CDs のうち３疾病が清浄化された。そのため、今後は他州への移出および輸出が可能となる

ため、畜産生産および輸出を増大させ経済開発に貢献することが期待される。既に、BTb も

一部の地域で清浄化（条件付）が実現し、米国農務省から子牛生体の対米輸出許可を獲得し

ている。

負のインパクトは確認されなかつた。

（５）自立発展性

　全体的な自立発展性は比較的高いと考えられる。

　　１）組織面

　組織的自立発展性は比較的高いと考えられる。「連帯」プログラムからの資金による家畜

衛生キャンペーンは継続しており、SAGARPA、SEDER、COMITE による州内の実施体制は

今後も維持される。さらに、プロジェクトによりエルサルト・ラボおよび地方ラボヘ移転さ

れた技術（適正技術）が持続的に活用され、また技術が適宜更新されるように組織的な活動

が継続できる体制を構築するため、SEDER が中心となって関係機関に働きかけ「自立発展

委員会」を設立する基本合意がなされている。

　　２）技術面

　技術的自立発展性は比較的高いと考えられる。移転された技術は、各専門分野で日常の業

務において活用されており、着実に定着している。また、COMITE は育成された C/P を定

着させるための待遇改善などの対応をとっている。
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　　３）財政面

　職員の給与、施設・設備の維持管理費、その他機材の減価償却費等のエルサルト・ラボお

よび地方ラボの運営管理に必要な経費は、今後も COMITE が責任をもって確保することが

確約されている。

３－３　効果発現に貢献した主な要因

（１）計画内容に関すること

　本プロジェクトは家畜疾病の低減を実現するための家畜感染病診断体制の強化を目指したも

のであり、地域の強いニーズに的確に応えるものであつた。また、実施主体となった COMITE
は、自己資金を有し、家畜衛生に関してラボの運営や CDs の診断などを通じて自立的な運営基

盤を確立していた組織であり、同時にプロジェクトの受益者団体でもあつたことから、プロジェ

クトを効率的に実施することができた。

（２）実施プロセスに関すること

　専門家とC/Pとのかかわりは適切であつたと評価される。また、プロジェクト全般の方針決定、

計画の承認および実施状況の確認のために、合同調整委員会およびモニタリング会議が定期的

に開催され、適切なプロジェクト管理が行われた。

３－４　問題点および問題を惹起した主な要因

（１）計画内容に関すること

　プロジェクトの妥当性や有効性に大きな支障を来す要因はなかった。

（２）実施プロセスに関すること

　プロジェクトの初期には、適切なコーディネーターが配置されなかったこと、プロジェクト

関係者間のコミュニケーションが不足したこと等によりプロジェクト運営が円滑に進められな

かつた。しかし、プロジェクトの後半には顕著に改善された。

３－５　結論

　所期のプロジェクト目標はおおむね達成される見込みであるとともに、達成のプロセスも妥当で

ある。また、評価５項目の観点からも本プロジェクトの効果を検証できた。さらに、プロジェクト

は既に上位目標の達成にも一部貢献している。 したがつて、本プロジェクトは計画通り 2006 年 12

月に終了する。

３－６　提言

（１）プロジェクト自立発展委員会

　SEDER はプロジェクト終了後の自立発展と COMITE ラボの継続的発展のための「自立発展

委員会」の設置構想を有している。プロジェクトの活動を継続するためにも、プロジエクト終

了までに委員会を立ち上げる必要がある。

（２）COMITE ラボの宣伝の強化

　プロジェクトおよび COMITE ラボの情報はニュースレターとホームページを通じて関係者に

伝えられている。特にエルサルト・ラボが EMA 認証を取得したことは同ラボの業務とサービ

スの品質を示す好例である。COMITE ラボが一般に理解・認識され、それによってラボの活動

が活性化・強化されるよう、COMITE ラボで可能な診断サービスとその品質についての宣伝を

促進するべきである。
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（３）EMA 認証の維持と実験動物舎の NOM 標準への適合

　EMA 認証は４年ごとに更新され、更新のためには毎年の EMA 監査チームによるモニタリン

グを受けることになる。認証の維持のためにエルサルト・ラボとして引き続き努力することが

必要である。また、実験動物舎についてはメキシコの基準として求められる NOM 標準に適合

しているか確認し必要な修正を行うことが求められる。

（４）共同活動と機材の共用のためのラボ部門間の技術移転による総合的診断システムの強化

　総合的診断システムが協力期間内において更に定着するように、既に行われているラボの各

部門間の共同作業による診断材料採取や検査・診断結果の検討などをはじめとする各部門間が

連携した診断活動の強化が求められる。

　乾燥凍結器など機材は COMITE ラボ内の複数の部門で共同利用が可能である。これら機材を

良好な日常的メンテナンスの下で有効かつ効率的に利用するために、共同利用と利用技術の共

有を進めることが必要である。

（５）技術の更新と他のラボ・研究機関との連携

　良好な診断サービスを継続するため、また、特に将来の伝染性及び非伝染性家畜疾病の発生

に対応するための適切な技術を常に備えておくために、診断技術の向上に伴い技術を更新して

いくことが必要である。したがって、国立家畜衛生診断サービスセンター（National Center for 
Diagnostic Services for Animal Health：CENEMA）、大学、日本の機関を含む他のラボや機関との

技術的交流を行うことが必要である。

（６）技術者と技術の定着

　プロジェクトを通じて養成された技術者は、プロジェクトの成果として最も重要である。「メ」

国側が既にスタッフの定着のための対策をとっていることは評価できるが、さらにプロジェク

トの成果の継続と移転された技術の共有と定着を図るために、ラボの部門間およびスタッフ間

の技術移転や技術の共有を進めるべきである。

（７）診断用抗血清作製の継続

　ND、AI、PRRS、AD、ブルセラ病、豚萎縮性鼻炎などに対する抗血清がすでに作製され、免

疫血清学診断や免疫病理学診断への応用が進んでいるように、抗血清作製技術そのものは既に

確立されている。しかし、実験動物舎の建設の遅れにより、いくつかの疾病に対応する必要な

抗血清の作製が遅れていることから、診断サービスの品質を維持するために抗血清作製に引き

続き取り組む必要がある。

（８）研修施設整備を含む研修活動の強化

　セミナー、講義、他のラボからの研修員の受入れはプロジェクトを通じて行われ、正のイン

パクトや成果の発現に貢献している。COMITE ラボの重要な活動の１つである研修活動を強化

促進するために研修施設の早期完成が求められる。

（９）機材の保守管理

　これまでのところ新規に導入された機材の維持管理に支障はない。機材の保守管理や将来の

機材更新などについても保守契約の締結や減価償却費の積み立てなど、一定の活動や手立てが

みられており、プロジェクト終了後における活動の持続性は期待できる。引き続き機材の定期

保守管理と適切な使用に向け努力することが重要である。
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３－７　教訓（当該プロジェクトから導き出された他の類似プロジェクトの発掘・形成、実施、

　　　　運営管理に参考となる事柄）

（１）プロジェクト運営への受益者団体の直接的参加

　協力対象となったラボは生産者団体である COMITE に所属している。すなわち、COMITE の

メンバーはプロジェクトラボによる診断サービスの直接受益者である。このように、政府機関

のラボに対する協力とは異なり、プロジェクトの運営責任者と受益者が一致していることが、

積極的な予算措置やラボ職員の確保努力など、主体的なプロジェクトヘの参加と実施責任の発

現につながったと考えられる。

　このように、受益者あるいは受益者団体がある程度の資金的・組織的能力を有している場合

には、受益者が運営責任者となるような実施体制をとることで主体的なプロジェクトの参加と

実施責任の発現が期待でき、ひいては円滑なプロジェクト運営に貢献すると考えられる。

（２）確立されたシステムの下での複数の組織の協力

　本プロジェクトでは SAGARPA、SEDER、COMITE の 3 組織が資金面、運営面で関係してい

る。「アリアンサ・コンティーゴ 2001 ～ 2006」という既存のプログラムの下で、SAGARPA、

SEDER、COMITE が連携することについては既に実績と経験を有しており、このプログラムの

枠組みを利用した形で、本プロジェクトにおける３組織の責任参加と相互調整が行われたこと

も、プロジェクトの円滑な実施に貢献したと考えられる。

　このように、実績と経験を有する既存のプログラムの枠組みを利活用することは、円滑なプ

ロジェクト運営に貢献すると考えられる。



ix

 

Summary of Terminal Evaluation

I．Outline of the Project

Country: Mexico Project title:

Issue/Sector: Agriculture Cooperation scheme: Technical Cooperation Project

Division in charge:
Total cost(estimated at completion of the Project)：about 
579 million yen

Period of 
Cooperation

（R/D）：from 10 December 
2001 to 9 December2006

Partner Country’s Implementing Organization:

Supporting Organization in Japan: Ministry of Agriculture, 
Forestry and Fisheries

1. Background of the Project
　As the income gaps between metropolitan and rural areas are enormous in Mexico, developments of rural 
areas by creation of employment are the most urgent subjects at present. Although the livestock industry may 
be the expected candidate to develop rural areas, there exist serious contagious diseases such as brucellosis 
and tuberculosis in this country and these are the most important factors to inhibit the promotion of livestock 
industries. Not only diseases in domestic animals cause economic loss directly, but also some of those may be 
pathogenic to mankind and sometimes infect them through livestock products.
　So it is essential to decrease the outbreak of animal diseases for the development of livestock industry. For 
these reasons the government of Mexico requested the Japanese government for the project-type technical 
cooperation (presently technical cooperation project called ‘Improvement of regional veterinary diagnostic 
services to improve the animal health status as results of improvement of diagnostic technologies and 
diagnostic facilities in the rural areas.
　According to the request, JICA dispatched several missions to preliminary investigate the proposal in detail 
and to draw up an overall plan. Both Governments signed the Record of Discussions (R/D) on l8 July 2001 
and the Project began at the period of five years starting from 10 December 2001.

2. Project Overview
(1)Overall goal
　 Animal health status is improved in the state of Jalisco.

(2)Project purpose
　 The integrated diagnostic system is strengthened at the laboratories of the COMITE in the state of Jalisco.

(3)Outputs
1) Basic examination techniques are improved at El Salto Lab.
2) Diagnostic techniques for infectious diseases prevailing in the state of Jalisco are improved at El Salto 

Lab.
3) Knowledge and techniques of animal health are improved in personnel concerned with animal health, 

including ones of the other COMITE laboratories in the state of Jalisco.

(4)Inputs
　 Japanese Side:
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Long-term Expert: total 7 persons, Short-term Expert:14, Trainees received in Japan:16
Provision of equipment JPY120 million, Local cost expenditure:JPY26,462 thousand($2,512 thousand 
pesos)

　 Mexican Side:
Counterpart personnel: total 31, Local cost:$48,378 thousand pesos, Provision of facilities: The building 
of El Salto Lab. 

II. Evaluation Team

Members of 
Evaluation Team

1) Dr Yusuke TADA: Leader
Senior Advisor, Institute for International Cooperation, JICA

2) Dr. Kenji MURAKAMI
Chief Researcher, National Institute of Animal Health, National Agriculture and Food 
Research Organization

3) Mr. Yutaka NOZAKI
Senior Project Manager, Pacific Consultants International

4) Mr. Tasuku ISHBASHI
Staff, Field Crop Based Farming Area Team l, Group II, Rural Development 
Department, JICA

Period of 
Evaluation

From July 17,2006 to August 6,2006 Type of Evaluation: Terminal

3.Results of Evaluation 
3-1　Achievements
(1)Indicator of Project Purpose is fulfilled mostly and project purpose has almost been achieved.

Indicator of the Project Level of Achievement

The campaign diseases can be 
diagnosed at the laboratories 
of the COMITE in the state of 
Jalisco

　CDs could be diagnosed at the laboratories of the COMITE in the State 
of Jalisco, and the integrated diagnostic system is almost strengthened 
at the laboratories of the COMITE in the State of Jalisco. Within CDs, 
Bovine rabies and Tick borne disease is not diagnosed actually in the 
laboratories of the COMITE in the state of Jalisco by the following 
reasons:
-Bovine rabies could be diagnosed at the El Salto Lab.
However, the Secretariat of Health is responsible of this area, rabies 
samples are supposed to be send to the National Institute for Referential 
Diagnosis and Epidemiology of Mexico City.
-Tick borne disease is not diagnosed in the El Salto Lab, because farm 
condition and clinical service are more important than laboratory 
diagnosis of the disease and the COMITE never received request of a 
diagnosis at the laboratories of the COMITE in the state of Jalisco.
　Therefore, the COMITE has not planned to add a parasitological 
section to the laboratories of the COMITE
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(2)Indicators of Outputs are fulfilled mostly and Output have almost been Achieved.

Indicators of Outputs Level of Achievement

l-l Number of basic 
examination techniques is 
increased at El Salto Lab.

Number of basic examination techniques was increased at El Salto Lab, 
and the basic examination techniques were improved at El Salto Lab.

l-2 More than 9 kinds of 
infectious diseases prevailing 
in the state of Jalisco are 
diagnosed at El Salto Lab.

More than 9 kinds of infectious diseases prevailing in the state of Jalisco 
were diagnosed at El Salto Lab, and the diagnostic techniques for 
infectious diseases prevailing in the state of Jalisco were improved at El 
Salto Lab.

l-3 Training courses and 
seminars are held more than 3 
times a year.

Training courses and seminars were held more than 3 times a year, and 
knowledge and techniques of animal health were improved in personnel 
concerned with animal health, including one of the other COMITE 
laboratories in the state of Jalisco.

3-2 Summary of Evaluation Results
(1)Relevance: high
　Livestock production is the key industry in Jalisco State, and the needs of the improvement of veterinary 
diagnostic technology are very high in the state. The promotion of livestock is the important policy of the 
federal government and the government of Jalisco State, and the improvement of the veterinary diagnostic 
technology is the important strategy to promote livestock industry, and the governments are implementing 
disease control campaigns to eradicate important diseases. Two-third of the operational cost for the activities 
of the El Salto Lab., are from the resources of the program" Alianza Contigo2001-2006(Alliance with you)". 
The program includes the improvement of animal health and promotion of livestock industry as one of the 
major driving forces of Jalisco's economy. So, the program has been the major supporter in team of budget 
source for the El Salto Lab since the Project started.
　At the same time, the Project corresponds to the major developments issue" Agricultural and Rural 
Development, and the key phrase in the issue are, "Stability and Progress to the Rural Communities and 
Sustainable Agricultural Production (Livestock Promotion)". In this meaning the Project corresponds to the 
development operation policy of Japan.

(2)Effectiveness: high
　Diagnostic techniques of the laboratories of COMITE have been increased remarkably as showed EMA’s 
accreditation of El Salto Lab. And also the integrated diagnostic system by joint activities between laboratory 
sections has been initiated. Through the project implementation, the El Salto Lab has increased its capacity 
for analysis and diagnostic services. As a result of that, the presence of EI Salto Lab can make the related 
institutions and the clients/livestock farmers to recognize its importance and necessity to improve the animal 
health conditions. All these things seem that Outputs are highly contribute to achieve the project purpose.

(3)Efficiency: high
　Inputs from both Japanese and Mexican side have generally been carried out as planed timing, quantity 
and quality, despite a few delays.
　The joint coordination committee (JCC) has been held one time a year (4 times), and the monitoring 
meeting assembled every six months (6 times). These have contributed particularly for the efficiency of the 
Project.
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　Besides, the good communication among Japanese experts and C/P has contributed to increase the 
efficiency, through the monthly meeting. 

(4)Impact: high
　Main impact are showed as below
　A. Technical Aspect
　1) Animal health status is improved
　　At present, CSF, ND, and Avian Salmonellosis have rated as free, and AI and BTb status have been 

improved in the state of Jalisco during the Project period, The laboratories of the COMITE have 
contributed in the monitoring of these diseases and the techniques and equipments obtained by the 
Project were essential factor for the disease control and eradication.

　2) Contribution to technical improvement of other states
　　The Irapuato Lab of the state of Guanajuato has applied the accreditation of EMA on AD and CSF 

diagnosis. The laboratory staffs had received a training of ELISA at the El Salto Lab.
　3) Quality Control of the EI Salto Lab is evaluated high
　　The EI Salto Lab has obtained the accreditation of EMA on 11 diagnostic techniques of animal 

diseases at l June 2006. 0nly 8 1aboratories have this level of accreditation in Mexico. The techniques 
and equipments established by the Project were indispensable factor for the accreditation.

　 B. Social Aspect
　4) Understanding of the importance of improvement of animal health
　　The El Salto Lab has increased its capacity by the Project, and offers analysis and diagnostic services 

of CDs and some other diseases. As a result of that, the presence of El Salto Lab can make the related 
institutions and the clients/livestock farmers to recognize its importance and necessity to improve the 
animal health conditions.

　　For example, some famer request diagnosis of PRRS, APP and mycoplasma at the time of AD 
diagnosis because veterinarians recommend it. It is one of the evidence of the improvement of 
understanding of its importance of animal health management.

　　It is expected that the improvement of animal disease status in the state of Jalisco would strengthen a 
livestock production and export and an economic development of the area.

Negative impact is not observed.

(5)Sustainability: relatively high
　1) organizational aspects
　　The animal health campaign under the "Alliance with you (Alianza Contigo)" program is still 

continuing and the operational relation between SAGARPA, SEDER and the COMITE for the 
campaigns also maintained. 

　　The importance of continuation of the technical improvement and extension activities organized by 
the Project is fully recognized by the Mexican side. The Mexican side has made a basic agreement to 
establish a 'Project sustainability Committee" which aims to maintain and promote more the outputs of 
the Project.

　　Organizational sustainability, therefore, is considered relatively high.
　2) Technical Aspect
　　C/Ps have improved their confidence of their diagnosis and it is almost secured to maintain the level 
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of diagnosis after the end of the Project. It is important that C/P trained by the Project continues their 
work at laboratories of the COMITE and the COMITE takes measures to retain CIP at El Salto Lab.

　　Technical sustainability is considered relatively high.
　3) Financial Aspect
　　The COMITE has secured the budget for the assignment of El Salt Lab staff facility management, 

maintenance cost and other overhead costs including a depreciation cost of equipment and the El Salt 
Lab could manage smoothly in the future.

Financial sustainability is considered relatively high.

3-3.Factors that promoted realizations of effects
(1)Planning Aspect
　The Project Purpose was completely meets with the needs of the livestock farmers in Jalisco State.
COMITE was selected as counterpart body, which had established the financially independent operative basis 
and .which takes charge of veterinary diagnosis, and also beneficiaries’ association.

(2)Implementation process
　The relation between Japanese experts and Mexican C/P were adequate. JCC and Monitoring meetings 
have held periodically to decide the general policy of the Project, approval of plans and monitoring the 
implementation process.

3-4.Factors that impeded realization of effects
(1)Planning Aspect
　There are no major factors impede Relevance and Effectiveness of the project.

(2)Implementation process
　At the beginning of the project, there were not enough communication between related personnel and 
institutions, and impede smooth conduct of the project. But it was remarkably improved in the latter half of 
the project.
4. Conclusion
　According to the indicators, the Outputs and the Project Purpose will surely be fulfilled by the completion 
of the Project. In addition, the Project has contributed partially to the accomplishment of the Overall Goal.
　Therefore, the Committee concluded that the Project is to be completed in December 2006 as planned.
5. Recommendations
(1)Establishment of the Project Sustainability Committee
　The establishment of new "Project Sustainability Committee" for the self-standing and continuous 
development of the COMITE Laboratories has been proposed by SEDER.
　This initiative is highly appreciated and requested to be realized before the end of cooperation period of the 
Project.

(2) Advertising of the COMITE Laboratory
　Information about the activities of the Project and COMITE Laboratories has been distributed to the 
relevant organizations and stakeholders through the News letter and web-site. More about the COMITE El 
Salto Lab, the obtained accreditation of EMA is good evidence of the quality of laboratory practices and
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diagnostic services. Advertising on the available diagnostic services and their quality can be more promoted 
for the further activation and strengthening of the laboratory activities through the public understanding and 
recognition about COMITE's Laboratories.

(3) Maintenance of the accreditation of EMA and adjustment of animal experiment with NOM standard.
　Accreditation of EMA is effective for every four years and annual monitoring and inspection conducted by 
the EMA inspection team is required for renewal. It is necessary for El-Salto laboratory to take continuous 
necessary efforts to maintain the obtained accreditation.
　It is also requested to check and adjust the laboratory animal practices to the NOM standards which are 
required in accordance with Mexican regulations.

(4) Reinforcement of the integrated diagnostic system by joint activities, technical transmission between 
laboratory sections and common use of the equipment.
　Participation of the staff from the sections for the initial step of sample collection and examination has 
been initiated. Discussions about the needed data and results of the laboratory test results among the staff of 
the sections are also conducted for the comprehensive diagnosis on field cases. These collaborative activities 
between the sections are required to be promoted for the reinforcement of the integrated diagnostic system.
　Some of the equipment such as freeze-dryer can be utilized commonly by the sections of the COMITE 
Laboratories. To use such equipment more effectively and efficiently with the good routine maintenance 
activities, the promotion of common use and sharing the necessary operation techniques of such equipment 
are necessary.

(5) Technical renovation and technical linkage with other laboratories and institutes
　To provide the good and sustainable diagnostic services, and to continuously attain the appropriate 
technology especially for the possible emerging and re-emerging animal health problems in the future, it is 
important to brush up continuously the necessary techniques in accordance with the progress of the diagnostic 
technologies by the continuous self-study and maintenance and establishment of technological linkage with 
other laboratories and institutes including Japanese institutions ,other universities and CENASA.

(6) Measures to retain the staff and techniques
　The skilled human resources are the most important products of the Project. It is highly appreciated that 
Mexican side already has taken several measures to persuade the staff. It is also necessary to best promote the 
exchange and sharing the techniques between the staff and sections in the laboratories in consideration about 
the successive technology transfer and sustainability of the technical achievement of the Project.

(7) Continuation of the preparation of necessary anti-sera.
　Although some of the necessary anti-sera have been already produced and necessary techniques for the 
preparation have been established, some more necessary anti-sera have not yet been prepared because of 
the delay of the construction of the experimental animal facility. To assure the sustainable and good quality 
diagnostic services, continuous effort of the anti-sera production is required.

(8) Strengthening of Training activities including the construction of the training facility.
　Training activities including the seminar, lecture and acceptance of the trainees from other laboratories and 
institutes have been conducted through the Project and good achievements and impacts have been obtained. 
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Early construction of the planned training facility is required for the further strengthening and promotion of 
the training activities which is one of the important activities of the COMITE Laboratories.

(9) Maintenance of the equipment
　There is no apparent maintenance problem at present because of almost all the equipment is newly 
installed. It is appreciated that the COMITE set up the maintenance contract and allocate the budget for 
depreciation cost for the necessary future replacement of the major equipment. The continuous efforts of 
routine maintenance and proper use of the equipment by the staff is recommended.
6. Lessons Learned
(1) Direct involvement of the organization of the beneficiaries for the administration of the Project.
　A Project site, COMITE Laboratories, belongs to the COMITE which is the organization of the livestock 
producers and primary beneficiary of the Project which provide the diagnostic services for the livestock 
producers. This relationship contributes the strong commitment, full participation and responsibility of the 
COMITE for the Project administration and management.

(2) Presence of the already available solid system for the collaboration of plural organization.
　The Project is conducted under the already available solid framework of the Program "Alianza Contigo" in 
which financial supports by federal and state governments through the SAGARPA and SEDER are available 
for the promotion of activities of COMITE.
　These major stakeholders, COMITE, SAGARPA and SEDER are well understanding the importance of the 
Project and commonly sharing the Project purpose.
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第１章　終了時評価の概要

１－１　調査団派遣の経緯と目的

　メキシコ合衆国（以下、「メ」国と記す）は近年順調に経済成長を遂げている一方で、都市部

と農村部の所得格差が拡大しつつある。人口の移動を通じて農村部の衰退、都市インフォーマル

セクターの肥大化を引き起こしてきており、農村部での産業振興、雇用創出が喫緊の課題となっ

ている。農村部での産業振興の観点から、国土の38%を占める天然草地・牧草地を有効活用し得

る畜産は有望な産業である。しかし、「メ」国には現在も多くの家畜の伝染性疾病が存在するため、

生体あるいは畜産物の処分や域外への移動制限による経済損失が大きく、産業振興には大きな問

題となっている。

　このような背景の下、家畜衛生状況を改善し、農村部の産業振興を図るため、「メ」国連邦政

府より、畜産農家と密接に結びついている地域中央診断ラボを整備し、診断・検査等の技術改善

および向上を目的とする技術協カプロジェクトが要請された。

　これを受け、特に畜産が主要産業であるものの中小規模農家が比較的多く、家畜の衛生状況の

改善が遅れているハリスコ州において、地域中央診断ラボを中心とした家畜衛生診断体制を強化

するためのプロジェクトが2001年12月10日より５カ年の計画で開始された。

　2003年１月には、運営指導（計画打合せ）調査団が派遣され、プロジェクト・デザイン・マ

トリックス（Project Design Matrix：PDM）、活動計画（Plan of Operation：PO）、年間活動計画（Annual 
Plan of Operation：APO）が見直されてプロジェクト活動に必要な事項が提言された。また、2004

年９月には運営指導調査団（中間評価）が派遣され、PDMが見直されてプロジェクトの成果発

現のための提言がなされた。現在、３名の専門家（チーフアドバイザー /細菌学、病理学、業務

調整）を派遣中である（2006年12月9日まで）。

　本調査団は、2006年12月の活動期間終了に向けて、これまでの活動実績を評価するとともに、

今後に向けての提言及び教訓を抽出することを目的とし、派遣するものである。

１－２　調査団の構成と調査期間

氏名 担当分野 所属

１ 多田　融右 総括／家畜衛生 国際協力機構　国際協力専門員

２ 村上　賢二 家畜疾病診断 農業・食品産業技術総合研究機構

動物衛生研究所ウイルス研究チーム　上席研究員

３ 野崎　裕 評価分析 ㈱パシフィックコンサルタンツインターナショナル　プロ

ジェクト部長

４ 石橋　匡 計画管理 国際協力機構 農村開発部第二グループ　畑作地帯第 1チーム

１－３　調査日程

　2006年７月17日（月）～８月６日（日）（21日間）

　詳細日程は付属資料１．調査日程参照

１－４　プロジェクトの概要

（１）上位目標
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ハリスコ州における家畜衛生状況が改善される。

（２）プロジェクト目標

ハリスコ州のCOMITEのラボにおける総合的な家畜感染病診断体制が強化される。

（３）成果

１）エルサルト・ラボにおける基礎的な検査技術が改善される。

２）ハリスコ州で問題となっている家畜感染病に対するエルサルト・ラボでの診断技術が改

善される。

３）ハリスコ州における他のCOMITEラボも含む家畜衛生関係者の衛生知識・技術が向上す

る。

１－５　PDMの変遷

　2001年７月に実施協議調査団が派遣され、実施討議議事録（Record of Discussions：R/D）が署

名された際にPDM（Version １）が設定されている。その後2003年１月の運営指導（計画打合せ）

調査団派遣時にPDM（Version ２）、2004年９月の運営指導調査団（中間評価）派遣時にPDM（Version
３）としてPDMの見直しが行われている。今回の終了時評価ではPDM（Version ３）を使用して

評価を行った。

（１）プロジェクト目標

　2003年１月の運営指導（計画打合せ）調査団派遣時にはプロジェクト目標の指標を「エル

サルト・ラボにてキャンペーン疾病診断が可能になる」から「ハリスコ州のCOMOTEラボに

おいてキャンペーン疾病（Campaign Diseases：CDs）診断が可能になる」と修正し、プロジェ

クトの対象がエルサルト・ラボのみならずアウトラン、ティパティトラン・ラボも含めた総

体であることを明示した。

　2004年９月の運営指導調査団（中間評価）派遣時には、プロジェクト目標の指標データ入

手手段を「COMITEの検査・診断年次報告書」から「COMITEの検査・診断報告書」ヘと修

正している。

（２）成果

　2003年１月の運営指導（計画打合せ）調査団派遣時に、成果２の指標として「important　
disease」と表されていたものを最低でも９つあるCDs（ウシ［牛ブルセラ病、牛結核病（Bovine 
Tuberculosis：BTb）、狂犬病、バベシア病］、ブタ［豚コレラ（Classical Swine Fever：CSF）、オー

エスキー病（Aujesky’s Disease：AD）］、ニワトリ［鳥インフルエンザ（Avian Influenza：AI）、ニュー

カッスル病（Newcastle Disease：ND）、サルモネラ症］）の診断ができることを意図して「ハ

リスコ州で流行している９つ以上の疾病」として示した。

　また、成果３を「ハリスコ州のすべてのCOMITEラボにおける診断技術が向上する」から「ハ

リスコ州の他のCOMITEラボも含む家畜衛生関係者の衛生知識・技術が向上する」とし、指

標も「研修会及びセミナーが年３回以上開催される」と修正し、ウイルス学、細菌学、病理

学の各分野それぞれのセミナーが開催されるべきであることを指摘している。
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第２章　終了時評価の方法

２－１　終了時評価の考え方

（１）終了時評価の目的

　終了時評価は、プロジェクト目標の達成度、事業の効率性、今後の自立発展性の見通し等

の観点から評価するものである。その結果を踏まえて、協力終了の適否や協力延長等のフォ

ローアップ（Follow Up：F/U）の必要性を判断することを目的としている。

（２）評価の枠組み

　終了時評価は、１）プロジェクトを取り巻く現状を把握・検証し、２）それを評価５項目

という５つの評価基準から価値判断し、３）さらに、提言・教訓を次の段階ヘフィードバッ

クするという３つの枠組みで構成されている。

１）プロジェクトの現状把握と検証

　　　　実績、実施プロセス、因果関係を検証する。

＜実績の検証＞

・投入、アウトプット、プロジェクト目標、上位目標の達成度の測定

・目標値との比較

＜実施プロセスの検証＞

・活動は順調か、実施プロセスで何が起きているかの検証

・実施プロセスに起因する阻害・貢献要因の分析

＜因果関係の検証＞

・受益者への効果はプロジェクトの実施によるものかの検証

・因果関係に起因する阻害・貢献要因の分析

２）評価５項目による価値判断

　　　　妥当性、有効性、効率性、インパクト、自立発展性の観点から評価を行う。

３）提言の策定、教訓の抽出とフィードバック

　　　　有用性のある提言の策定、教訓の抽出を行い、関係者ヘフィードバックする。

２－２　終了時評価の方法

（１）既存資料の分析と評価デザインの作成

　終了時評価を実施するにあたり、既存の文献、データ、報告書等（事業進捗報告、専門家

報告、活動実績資料等）を検討し、プロジェクトの実績（投入、活動、アウトプット、プロジェ

クト目標達成度等）、実施プロセスを整理・分析した。また、既存のPDMに基づき、プロジェ

クトの実績、実施プロセスおよび評価５項目ごとの調査項目とデータの収集方法、調査方法

等を検討し、終了時評価の調査計画と評価設間を設定し、「評価グリッド」を作成し、優先的

に調査すべき点を明確にした。さらに、評価グリッドに基づき、「メ」国側実施機関関係者、

専門家、カウンターパート（Counterpart：C/P）等に対する質問票を作成した。

　本プロジェクトは、技術向上を目的とするため、移転技術の定着と自立発展性を重視し、

評価設問を設定した。すなわち、「本プロジェクトを通じて実施機関が習得した技術の定着と

今後どのように持続発展させていけるか」の検証を、終了時評価調査において重点的に行う
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視点である。

１）中間評価によると、プロジェクトは全体として順調に実施されているとの報告があるが、

有効性は本当に高いのか？高いとしたらどのような要因が貢献しているのか？

２）プロジェクト終了後の自立発展性には、人材の定着の問題が重要な要素であると考えら

れるが、その見通しはどうか？その他に自立発展に向けてどのような対策が必要である

のか？

（２）PDMの検討

　これまでに作成された実施協議時のPDM（初版：2001年７月18日）、運営指導（計画打ち

合わせ）時のPDM（改訂版：2002年12月４日）および運営指導（中間評価）時のPDM（再

改訂第３版：2004年９月14日）を検証した。その結果、最も新しいPDM（第３版）において、

指標で用いられている用語が不明確であったり、プロジェクト目標と上位目標との間に若干

の乖離が認められたりした。

１）プロジェクト目標と上位目標の指標で用いられている用語が不明確である。

　プロジェクト目標と上位目標の指標で用いられている「CDs」には牛麻痺性狂犬病とバ

ベシア病が含まれているが、プロジェクトの対象にはなっていない。その理由は、次のと

おりである。

　「牛麻痺性狂犬病」の診断はメキシコ市の国立疫学研究所（National Institute for 
Referencial Diagnosis and Epidemiology of Mexico City）でも技術的には可能であるが、プロジェ

クト開始時までは、トラケパケ・ラボで初期診断を行った後、同研究所に検体を送付し、

再確認していた。2001年下半期からは、診断手続きの簡素化のために、直接メキシコ市

に検体を送付する体制になったため、エルサルト・ラボでは直接扱わなくなった。

　バベシア病に関しては、COMITEのラボは利用者から診断依頼がないと新たな検査・診

断を実施しないことから、エルサルト・ラボにはこれまで要望がなかった寄生虫部門は存

在しない。

２）アウトプットの指標で用いられている用語が不明確である。

　アウトプットの指標で用いられている「９種類以上の家畜感染病」は、上記のCDsと同

意と推察されるが、上記の理由同様に不明確である。

３）プロジェクト目標と上位目標との間が乖離している。

　プロジェクトの主眼は検査。診断技術の改善・向上であり、疾病の監視、防疫、疾病発

生時の対策などは、プロジェクト目標と上位目標との間に位置する活動と考えられる。

　PDMでは外部条件ともいえ、その観点からはプロジェクト目標と上位日標との間に若

干の乖離があると判断される。また、プロジェクト目標が「診断体制の強化」であるが、

アウトプットや活動は技術の改善に重点が置かれ、政策や制度に影響するSAGARPAや

SEDERの体制の強化と関係する項目は含まれていない。

４）活動の標記がアウトプットの標記の要約になつている。

５）プロジェクト目標の「総合的な家畜感染病診断体制」とは、ラボのウイルス学、細菌学

および病理学の各部門が連携した診断方法と理解する。

　「プロジェクト評価の手引き―JICA事業評価ガイドライン（改訂版）」（2004年２月）では、

計画（PDM）は必要に応じて適切に見直されるべきであるとの考え方に基づき、PDMeは作
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成せず、最も新しいPDMに基づいて評価を行うことを指針としている。また、仮に「評価可

能性」の問題がある場合には「評価グリッド」を活用してプロジェクトの現状を把握すると

している。そのため、ガイドラインに基づきPDMeを新たに作成せずに、現行のPDM（第３版）

を検討し、問題部分は「評価グリッド」を活用して現状を把握した。（付属資料４.PDM）

（３）関係者への質問票の配布

　現地調査に先立ち、プロジェクトの実施プロセスと評価５項目に関する質問票を作成し、

事前にプロジェクトの関係機関、C/P、日本人専門家に配布し、現地調査時に回収した。（付

属資料９.終了時評価質問票集計）

（４）関係者に対するインタビューの実施

　上記質問票の回収とともに、評価５項目に関する補足情報の収集と、プロジェクトの実績、

実施プロセスの確認を目的に、プロジェクト関係者に対する個別インタビューを実施した。

対象は、C/P13名、日本人専門家３名の計16名で、それぞれ１～２時間程度の半構造化イン

タビュー形式で実施した。

（５）合同評価委員会 
　本終了時評価では、日本側の調査団と「メ」国側評価チームで合同評価委員会を構成し、

評価５項目の観点から評価した。また、その結果を踏まえ、プロジェクト実施上の問題点や

今後のプロジェクトの活動について協議し、合同評価報告書にとりまとめ、両国政府関係機

関に報告・提言した。

（６）C/Pの発表および現地視察

　合同評価委員会は、C/Pから活動の進捗状況、実績に関するプレゼンテーションを受けた後、

現況を把握するため、ターゲットグループである畜産農場を視察し、活動の実施状況やイン

パクト等に関する情報を聴取した。

（７）達成度の検討

　上述（１）～（６）に基づき実績グリッド（付属資料６）を作成し、達成度を以下のとお

りに設定した。

４：完了（既に完了している）

３：完了見込み（プロジェクト終了時までに完了見込み）

２：課題を残す（プロジェクト終了時までに完了が見込めない）

１：活動せず

　　  また、アウトプットとプロジェクト目標については、達成度を以下のとおりに設定した。

A：アウトプットとプロジェクト目標は、ほぼ達成された。（達成率80%以上）

B：アウトプットとプロジェクト目標は、ある程度達成された。（達成率60 ～ 80%未満）

C：アウトプットとプロジェクト目標は、達成されていない。（達成率60%未満）

　　  さらに、上位目標については、次の３段階で達成見込みの度合いを判定した。

A：上位目標は、ほぼ達成される見込みが高い。（達成見込み率80%以上）
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B：上位目標は、ある程度達成される見込みがある。（達成見込み率60 ～ 80%未満）

C：上位目標は、達成される見込みが低い。（達成見込み率60%未満）

（８）評価５項目に基づく分析

　評価５項目はプロジェクト実施の価値を総合的な視点から評価する基準であり、各項目の

視点は以下のとおりである。

１）妥当性

　プロジェクトの目指している効果（プロジェクト目標や上位目標）がターゲットグルー

プの二一ズに合致しているのか、問題や課題の解決策として適切か、被援助国および日本

側の政策との整合性はあるのか、プロジェクトの戦略・アプローチは妥当か、公的資金で

ある政府開発援助（Official Development Assistance：ODA）で実施する必要があるのか等といっ

た「援助プロジェクトの正当性・必要性」を問う視点。

２）有効性

　プロジェクトの実施により、ターゲットグループもしくは社会へ便益がもたらされてい

るのか（あるいは、もたらされるのか）を問う視点。

３）効率性

　主にプロジエクトのコストと効果の関係に着目し、資源が有効に活用されているのか（あ

るいはされるのか）を問う視点。

４）インパクト

　プロジェクトの実施によりもたらされる、より長期的、間接的な効果や波及効果をみる

視点。予期していなかった正・負の効果・影響を含む。

５）自立発展性

　援助が終了してもプロジェクトで発現した効果が持続するのか（あるいは持続の見込み

はあるのか）を問う視点。

　作成した評価グリッド案を基に、個々の評価項目について合同評価委員会で協議し、総合

的に判断して、評価段階を以下の４段階に設定した。

　A：高　B：中高　C：中低　D：低

　また、各項目の評価段階は以下のとおりである。
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評価５項目の評価段階

A B C D

妥当性 １．プロジェクト実施の必要性、２．「メ」国の国家政策との整合性、３. 日本の援助

方針との整合性、４. ターゲットグループ選定の適正、５. 日本の技術の優位性の妥当

性から判断して

全く妥当 十分に妥当 あまり妥当ではない 全く妥当ではない

有効性 １. プロジェクト目標の達成、２. アウトプットの達成が、

全く確実

（80% 以上）

十分に確実

（80% 未満）

おおむね確実

（60% 未満）

不十分

（40% 未満）

外部条件の影響／因果関係が、

全くなかった 少しあった ある程度あった 大きくあった

効率性 １. アウトプットの産出状況、２. 適正な規模・質の投入、３. 妥当なコスト、４. アウ

トプット・プロジェクト目標と投入の関係、の効率性から判断して、

全く妥当 十分に妥当 あまり妥当ではない 全く妥当ではない

外部条件の影響／因果関係が、

全くなかった 少しあった ある程度あった 大きくあった

インパクト １. 上位目標の達成の見込み、２. 上位目標とプロジェクト目標との因果関係が、

全く確実

（80% 以上）

十分に確実

（80% 未満）

おおむね確実

（60% 未満）

不十分

（40% 未満）

１. ターゲットグループの変化、２. 対象地域以外への影響が、

大きくあった 十分にあった 少しあった なかった

自立発展性 １．政策支援の継続、２．活動の継続、３．移転技術手法の定着、４．新規プロジェ

クトの実施の観点から判断して、

全く確実

（80% 以上）

十分に確実

（80% 未満）

おおむね確実

（60% 未満）

不十分

（40% 未満）
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第３章 プロジェクト進捗状況

３－１　プロジェクトの実施体制

　本プロジェクトの実施体制は、連邦政府農牧農村開発漁業食糧省（Secretariat of Agriculture, 
Livestock, Rural Development, Fisheries and Food：SAGARPA）動物衛生総局が責任機関として、同

局の総局長がプロジェクトディレクターを務めている。また、ハリスコ州農村開発局（Secretariat 
of Rural Development, Government of the State of Jalisco：SEDER）が実施機関として、同局の局長が

プロジェクトマネジャーを務めている。

　さらに、プロジェクトサイトをハリスコ州牧畜振興保護委員会（Committee for the Fomentation 
of Livestock and Animal Protection in the State of Jalisco：COMITE）のエルサルト・ラボとしている。

一方、協力機関として国立家畜衛生診断サービスセンター（National Center for Diagnostic Services 
for Animal Health：CENASA）、SAGARPAハリスコ支部、ハリスコ州政府が関係している。実際は、

本プロジェクトの実施主体はCOMITEのエルサルト・ラボであり、  SAGARPAおよびSEDERは政

策・財政面での調整を担当する役割である。（付属資料５.プロジェクト実施機関関係図）

３－２　プロジェクトの投入実績

　本プロジェクトは、協力期間５年間の技術協力（当初はプロジェクト方式技術協力）であり、

投入は比較的に多い。日本側および「メ」国側双方とも、投入の実施に一部遅れがみられたが、

時期・質・量ともにおおむね適切に実行されている（終了時評価時までの実績）。

（付属資料８.投入実績）

（１）日本側の主な投入実績

１）専門家派遣

　長期専門家７名（チーフアドバイザー、ウイルス学、細菌学、病理学、業務調整）およ

び短期専門家 14名（ウイルス学、細菌学、病理学）が投入された。

長期専門家

氏名 指導科目 派遣期間

湯浅　襄 チーフアドバイザー／ウイルス学 2001/12/10 ～ 2003/12/9

山本　孝史 チーフアドバイザー／細菌学 2003/11/27 ～ 2006/12/9

山井　志郎 細菌学 2002/6/3 ～ 2004/6/2

松村　博敏 病理学 2002/7/15 ～ 2005/7/14
2005/11/28 ～ 2006/12/9

小池　生夫 ウイルス学 2004/2/5 ～ 2006/2/4

川上　哲也 業務調整 2001/12/10 ～ 2004/12/9

廣住　清 業務調整 2004/11/26 ～ 2006/12/9
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短期専門家

氏名 指導科目 派遣期間

江口　正志 細菌学 2002/4/4 ～ 6/8

利光　昭彦 ウイルス学 2002/9/9 ～ 12/7

長倉　基裕 細菌学 2003/1/9 ～ 2/15

田中　省吾 病理学 2003/4/10 ～ 6/7

村上　賢二 ウイルス学 2003/6/19 ～ 8/20

赤池　重宏 細菌学 2003/10/23 ～ 12/24

山田　学 病理学 2004/4/8 ～ 5/22

末吉　益雄 病理学 2004/8/9 ～ 10/9

今田　忠男 ウイルス学 2004/8/19 ～ 11/13

小林　秀樹 細菌学的 2005/4/7 ～ 20

大滝　興三郎 ウイルス学 2005/6/20 ～ 9/24
　2005/11/10 ～ 2006/5/6

中島　博美 細菌学 2005/7/26 ～ 9/24

播谷　亮 病理学 2006/3/23 ～ 4/8

山田　学 病理学 2006/6/1 ～ 7/1

伊藤　裕和 細菌学 2006/8 から 1.5 カ月間予定

２）研修員受入れ

　2005 年までに合計 16 名（2002 年１名、2003 年７名、2004 年３名、2005 年５名、2006 年

２名予定）の C/P が、日本で研修を受けた。

氏 名 研修分野 受入期間

ING. Rodrigo Diez de Sollano E. 運営管理 2003/3/8 ～ 17

MVZ. Martin Martinez Cervantes 運営管理 2005/7/13 ～ 26

MVZ. Otilio Valdos Correa 運営管理 2005/3/30 ～ 4/11

MVZ. Jose Antonio Gonzalez G. 運営管理 2003/7/2 ～ 17

QBA. Abraham Jose Massa Peniche 運営管理 2004/9/22 ～ 12/16

MVZ. Carlos Flores Chapa De Ita 運営管理 2002/3/2 ～ 25

MVZ. Alonso Galan Coronado ウイルス学 2003/7/30 ～ 10/30

MVZ. Elvia Sanchez Gonzalez ウイルス学 2003/1/15 ～ 4/14

MVZ. Monica Meza Banuelos 細菌学 2003/3/5 ～ 6/5

MVZ. Maria Edith Zepeda Canseco 細菌学 2003/7/2 ～ 10/2

MVZ. Javier Borja Contreras 細菌学 2005/9/21 ～ l1/21
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MVZ. Fabian Valenzuela Preciado 病理学 2003/8/27 ～ 11/27

MVZ. Alejandro Flores Montenegro 病理学 2005/9/21 ～ 12/19

TQF. Veronica Catalina Gonzalez 血清学 2004/8/4 ～ 11/4

QFB. Nidia Judith Chavez ortega 血清学 2005/8/24 ～ 11/21

MVZ. Luis Humberto Chavez Bugarln ブルセラ血清学 2004/8/4 ～ 11/4

QFB. Sonia Pulido Ocegueda ブルセラ血清学 2006/9 月上旬から２カ月間を予定

LAM. Adriana C. Navaro Navarro 運営管理（自立発展） 2006/9 月上旬から２カ月間を予定

３）機材供与

　蛍光顕微鏡、自動染色装置、遠心分離機、ミクロトーム、純水製造装置、車両等の供与機

材の総額は、約１億２千万円である。

４）プロジェクト運営経費

　日本側が投入した、2001年12月から2006年12月までのプロジェクト運営経費（現地業務費）

は、合計約 2,650 万円（ペソ貨から換算）である。

年度 金額（円換算） 金額（ペソ）

2001 年度（平成 13 年度） 2,056,536 147,176

2002 年度（平成 14 年度） 4,371,543 372,970

2003 年度（平成 15 年度） 2,955,976 278,835

2004 年度（平成 16 年度） 6,172,165 640,539

2005 年度（平成 17 年度） 6,902,469 646,106

2006 年度（平成 18 年度） 4,004,000 426,666

合計 26,462,689 2,512,292
注：各年度の前渡し資金受払報告書（ペソ貨）。円貨へは、各年度末の JICA 統一レートでペソから換算。

（２）「メ」国側の主な投入実績

１）C/P の配置

　「メ」国側の C/P として、プロジェクトディレクター（SAGARPA 動物衛生総局長）、プロ

ジェクトマネジャー（SEDER 局長）、プロジェクトコーディネーターが任命され、エルサルト・

ラボ所長および各専門分野の C/P（22 名）が、プロジェクトサイトで直接の技術移転の対象

として投入された。

氏 名 職位 / 分野 配属期間

プロジェクトディレクター（２名）

MVZ. Jose Angel del Valle Molina SAGARPA 動物衛生総局長 2001/12 ～ 2006/6

MVZ. Enrique Sanchez Cruz SAGARPA 動物衛生総局長 2006/7 ～

プロジェクトマネジャー（３名）
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ING. Rodrigo Diez de Sollano E. SEDER 局長 2001/12 ～ 2004/1

ING. Juan J. Sanchez Aldana E. SEDER 局長 2004/2 ～ 2005/8

LAE Alvaro Garcia Chavez SEDER 局長 2005/8 ～

プロジェクトコーディネーター（３名）

MVZ. Carlos Floreschapa de Ita  2001/12 ～ 2003/1

MVZ. RomuIo Ramirez Daza Vargas 2003/2 ～ 2004/7

LAM. Adriana C. Navarro Navarro 2004/8 ～

エルサルトラボ所長（１名）

QBA. Abraham Jose Massa Peniche 2001/12 ～

専門分野の C/P（22 名）

MVZ. Alonso Galan Coronado ウイルス学 2001/12 ～

MVZ. Elvia Sanchez Gonzalez ウイルス学 2001/12 ～

MVZ. Noemi Sandoval Parra ウイルス学 2006/2 ～

MVZ. Brenda Mendez Hernandez ウイルス学 2005/11 ～

TQA. Luis Eduardo Franco F. ウイルス学 2002/5 ～

TQF. Veronica Catalina Gonzalez 血清学 2001/12 ～

QFB. Sonia Pulido Ocegueda 血清学 2004/4 ～

TL. Mireya Gonzalez Villalpando 血清学 2005/8 ～

TL. Lorena 0livia Farias Rolon 血清学 2002/5 ～

MVZ. Luis Humberto Chavez Bugarin 臨床分析・ブルセラ血清学 2001/12 ～

QFB. Nidia Judith Chavez Ortega 臨床分析・ブルセラ血清学 2002/5 ～

MVZ. Esther Elizabeth Rizo 臨床分析・ブルセラ血清学 2005/1 ～

MVZ. Monica Meza Banuelos 細菌学 2001/12 ～

MVZ. Claudia Elena Aguayo 細菌学 2004/11 ～

MVZ. Javier Borja Contreras 結核 2005/3 ～

MVZ. Maria Edith Zepeda canseco 結核 2002/4 ～

MVZ. Ruben Echeveste Garcia A. 病理学 2001/12 ～ 2003/1

MVZ. Gustavo Rios Garcia 病理学 2001/12 ～ 2002/1

MVZ. Nadia Ramirez Guevara 病理学 2001/12 ～ 2003/12

MVZ. Fabian Valenzuela Preciado 病理学 2002/4 ～

MVZ. Alejandro Flores Montenegro 病理学 2005/1 ～

TEC. Leticia Barraza Ramirez 病理学 2002/5 ～

管理運営職員（秘書、その他の補助職員）
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２）土地・施設

　エルサルト・ラボの敷地および建物、実験動物舎、研修棟等（2006 年８月着工）が「メ」

国側から提供された。

３）ローカルコスト

　「メ」国側が投入した、2001 年 12 月から 2006 年 12 月までのローカルコスト（人件費、ラ

ボ運営費、施設費等）は、合計約 4,840 万ペソである。

年 金額（ペソ）

2001 年 11,282,419.72

2002 年 5,137,389.91

2003 年 6,401,460.54

2004 年 7,605,377:81

2005 年 9,469,940.27

2006 年 8,482,278.00

合計 48,378,866.25
注 : プロジェクトに関係するものに限定する。

３－３　アウトプットの達成状況

　３－３－１　基礎的な検査技術

　（１）ウイルス学的検査技術

　発育鶏卵接種による家禽ウイルスの検査技術につては、プロジェクト開始前からCDsで
あるAI及びNDについて実施していたが、プロジェクトによってマニュアル化されたこと

や、新たに尿膜上接種技術が導入されるなど、体系化された検査体制が構築されAIやND
のモニタリング検査を発育鶏卵接種により継続的に実施可能となった。中間評価時点での

とりまとめ以降（2004.08～ 2006.04:以後各分野とも実績はこの期間のもの）、596件を検査し、

56件がND、４件がAI陽性であった。尚、AIに関する抗原型別は当局との話し合いで口蹄

疫およびその他の外来性家畜疫病予防のための米墨委員会（Comisión México-Estados Unidos 
Para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales：CPA）に送付

することとし、エルサルト・ラボでは行わないこととしている。

　プロジェクト開始前は未実施だった細胞培養については、鶏腎臓細胞、牛腎細胞等の

初代細胞培養技術も導入され継続的な作製がなされている。また、プロジェクト開始前

は、株化細胞を保有していなかったが、日本の独立行政法人動物衛生研究所より11株、

CENASAより２株の株化細胞を導入し、培養、維持している。また、これらを用いて導入

されたウイルスの増殖、保存、蛍光抗体法等によるウイルス同定技術を取得した。現在、

野外材料のウイルス検査を実施しているが、持ち込まれた豚の病性鑑定材料20検体中１検

体よりMarc145細胞を用いて豚繁殖・呼吸障害症候群（Porcine Reproductive and Respiratory 
Syndrome：PRRS）ウイルスを分離した。また、発育鶏卵を用いて分離されたNDウイルス

の病原性を鶏腎細胞を用いたプラック法により判定し、発育鶏卵の平均致死時間による判

定法と比較したところほぼ一致する成績を得た。なお、導入された豚腎臓細胞（CPK）は
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液体窒素ボンベの事故により死滅したため、動物衛生研究所より再分与を受けた。

　血清学的検査技術については、CDsのモニタリング検査を中心に実施している。ウイル

スに対する抗体の検出は、ELISAおよび赤血球凝集抑制反応（Hemagglutination lnhibition：
HI）により実施している。中間評価以降、CSF、ADは酵素結合免疫測定法（Enzyme-Linked 
Immunoabsorbent Assay：ELISA）、AIはHIにより、それぞれ59,077、31,521、30,622検体の検

査を実施した。また、牛伝染性鼻気管炎（Infectious Bovine Rhinotracheitis：IBR）、牛ウイル

ス性下痢症（Bovine Viral Diarrhea：BVD）のELISAによる検査をそれぞれ1,288及び1,228検
体を実施した。陽性を示した検体は、ウイルス学的検査も行い、一致した結果を得ている。

血清学的試験は、プロジェクト以前からいくつかの疾病についてキットを用いたELISA
及びHI試験等が実施されていたが、本プロジェクトで中和試験、蛍光抗体法（Fluorescent 
Antibody Technique：FAT）、免疫酵素抗体法の技術が導入され血清診断とあわせて正確度の

高い診断が可能となった。

　（２）細菌学的検査技術

　プロジェクト開始前には診断用の標準菌株を保有していなかったが、動物衛生研究所よ

り、Eschericia coli、Salmonella enterica、Staphylococcus aureus、Brucella abortus、Mycoplasmabovis、
Actinobacillus pleuropneumoniae  等65菌株を導入した。保存法について、ゼラチンディスク法

よりも簡便な５％蔗糖液浮遊法の使用を検討し、前者より簡便かつ保存性に優れているこ

とを確認し、通常の保存法とした。一般細菌については５％蔗糖液に浮遊させ、マイコプ

ラズマについては半流動寒天培地で培養した後－70℃に保存した。参照菌株については、

生残試験を実施するとともに、順次凍結乾燥を実施している。

　病原細菌の分離・同定技術について、病理分野と共同じ病理解剖時に、剖検所見に応じ

た材料採取を行い、供試培地・培養方法等を適切に選択できるようになった。分離された

細菌については、グラム染色、カタラーゼ、オキシダーゼ等の基本性状を調べた後、API
システムによる同定が可能となった。

　薬剤感受性試験法について、薬剤感受性試験法の国際標準となっている国際臨床検査標

準協議会（National Committee for Clinical Laboratory Standards：NCCLS）法に準拠した段階希

釈法により薬剤感受性試験、およびマイクロプレートを用いた液体培地希釈法によるマイ

コプラズマの薬剤感受性試験法の手技を取得した。なお、通常の薬剤感受性試験は１濃度

ディスク法により実施している。

　（３）病理学的検査技術 
　解剖、採材技術について、解剖、肉眼病変観察、採材は適切に実施できることが可能となっ

た。中間評価以降、ウシ43頭、ブタ80頭、ヒツジ13頭、ニワトリ95羽、ヤギ３頭、その

他30頭の剖検を実施した。採取された材料について、ホルマリン固定から組織の薄切りまで、

標本作製過程を再点検したことにより、診断に用いることが可能な組織標本の作製技術が

定着した。また、パラフィン包埋薄切標本の特殊染色技術（アザン、ルクソールファスト

ブルー等の組織染色、PAS、オイルレッドによる脂肪染色等の組織化学染色、グラム、チー

ルネルセン、グロコット、ワーチンスターリー等の微生物染色）を取得し、実施可能となっ

たことから、通常のHE染色による病理組織学的診断に加えて、より正確な診断を下すこ
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とが可能となった。動物衛生研究所で作製したウシ、ブタ、ニワトリにおける各種疾病標

本について、特徴的な病変を繰り返し観察することにより迅速かつ的確な診断が可能とな

り、病性鑑定材料から得られた組織標本の診断に役立っている。また、病性鑑定において

は、疫学所見や解剖所見を基に組織標本を観察し総合的に診断を行うという基本姿勢が確

立された。本プロジェクトにて作製した、HE染色、免疫組織学的染色（Immunohistochemical 
staining：IHS）および特殊染色の総標本数は、牛疾病489、豚疾病980、羊疾病237、山羊疾

病36、鶏疾病1,307、その他217の計3,456標本である。また、病性鑑定材料について、特徴

的な肉眼的および組織学的病変をデジタルカメラで撮影し、その画像を疫学情報を含めた

稟告記録並びに記録とあわせてコンパクトディスクに保存した。保存した電子画像数は肉

眼標本1,787、組織標本833の計2,620である。

　３－３－２　家畜感染症診断技術

　（１）ウイルス学的診断技術

　既に実施している鶏卵接種技術において、SPF発育鶏卵と一般発育鶏卵を用いた場合の

検査結果の違いを比較検討し、その違いの意義を認識させた。また、市販のELISA、HI、
免疫酵素抗体染色法等のキットの精度・非特異反応等を検討したうえで、注意点等を指導

し、問題が生じた場合の対応技術を修得した。また、ウイルス遺伝子の微量検出を行うポ

リメラーゼ連鎖反応（Polymerase Chain Reaction：PCR）法に必要なウイルス核酸の抽出、増幅、

グル電気泳動、エチジューム・ブロマイド（EtBr）液を用いた核酸染色とゲル撮影技術等

の基礎手技は修得した。ウイルス特異的遺伝子を増幅するPCRプライマー（PRRS、CSF、
BVD、豚ブルーアイ病（Blue Eye Disease：BE）、AD、ND、AI、PCV ２）を導入し、おおむ

ね診断に利用できることを証明した。また、ブタおよびトリの病性鑑定材料それぞれ21検

体および30検体について実施し、PRRS、PCV、BE、およびNDウイルスを検出した。培養

細胞または発育鶏卵で大量培養したウイルスを濃縮・不活化した免疫抗原をニワトリ、ウ

サギ、ブタに接種して、抗体価を確認した後、全採血し、抗血清として使用する一連の技

術は定着した。これまでにNDおよびAIに対するニワトリ抗血清、PRRSおよびADに対す

るウサギ抗血清、ADに対するブタ抗血清を作出した。

　（２）細菌学的診断技術

　病性鑑定材料から分離される細菌について、菌量や菌群の推定から病変との関連性が深

いと考えられる分離菌株を抽出し同定を試みる技術を修得した。マイコプラズマ等の難培

養菌も分離できるようになった。中間評価以降227検体について細菌学的検査を実施して

いる。流産や虚弱産子が多発していたヒツジ農場を調査し、関与していると考えられた複

数菌のなかから、Corynebacterium pseudotuberculosis  が重要であることを指摘し、病理学的

検査と併せて仮性結核と診断できたことは特筆に値する。同定菌種は、50種以上にのぼる。

586鶏群のサルモネラモニタリング検査において、19鶏群から分離されたサルモネラのＯ

群型別を実施したところ、09群が過半数を占めた。また、ブルセラ抗体検出の補体結合反

応（Complement Fixation：CF）技術を修得し、検査を開始したところ、被検体591検体中

560検体が陽性（ウシ：231/252、ヒツジ：329/339）を示した。

　血清型別用各種免疫血清の作製技術（抗原作製、動物への免疫、部分採血、全採血等）
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を修得した。これまでにBrucella abortus、Bordetella bronchiseptica  に対するウサギ高度免疫

血清を作製している。PCR法を用いて B.abortus の同定、大腸菌ベロ毒素を検出する技術を

取得した。また、サルモネラH抗原を検出するMutiplex-PCR法が実用可能となった。病性

鑑定材料から分離され、生化学的性状からと推定された B.abortus 菌をPCR法により同定し

た。

　（３）病理学的診断技術

　抗体を用いた免疫蛍光染色技術を修得した。CSFウイルスを直接FATにより検出するた

めの市販の蛍光標識抗体を比較したところ、オランダ製標識抗体に比べ日本製の反応性が

高かつたことから、日本製を使用することとした。また、CSFの清浄性確認検査において

過去にELISA陽性を示したことのある農場から得られた病豚2,071頭の扁桃を採取し、CSF
ウイルスを検出する標識FATにより検査したところ、全て陰性の成績が得られた。IHSに

ついてストレプトアビチン・ビオチン（SAB）法およびポリマー法を修得し、PRRSおよび

PCV ２の検出には、通常使用されている。また、牛狂犬病のポリマー法による染色条件に

ついて検討し、QED Bioscience社の抗血清を用い、0.1%アクチナーゼで15分問処理するこ

とにより、明瞭に染色されることを明らかにした。

　家畜疾病に関するセミナー等家畜衛生の意識向上に関する普及活動を行った結果、担当

獣医師の採材時に関する意識の向上がみられ、病性鑑定材料に適切な材料が持ち込まれる

ようになり、結果的に組織診断の向上につながっている。

　病性鑑定材料の確定診断のためにウイルス、細菌、病理分野の担当者会議を主催し、総

合判断が必要と考えられた材料（ウシ39、ブタ138、ヒツジ36、ニワトリ126、ヤギ６、そ

の他41検体）について討議し、ブタの浮腫病、ヒツジ仮性結核、マレック病等が総合的に

診断された。診断結果は鑑定依頼者および行政サイドに報告され家畜衛生状態の向上に活

用されている。

３－３－３　研修、セミナー

　研修およびセミナーは年3回以上開催され、関係者の家畜衛生に関する知識と技術が向上し

た。対象者には、ハリスコ州の他のCOMITEのラボ関係者も含まれている。

　（１）研修会等による診断技術の移転

　エルサルト・ラボでの研修によって、家畜衛生関係者に診断技術が移転された。研修対

象者は、CENASAの病理担当者１名、グアダラハラ大学（Guadalajara University：UdG）獣

医学科の教官２名（教授１,助教授１）、COMITEのテパティトラン・ラボおよびグアナファ

ト州のイラプアト・ラボの職員２名であり、５回、延べ18日間実施された。研修内容は、

CENASAの病理担当者は IHS色、UdG獣医学科の教官はELISA、補体結合反応、マイコプ

ラズマの培養、APIシステムによる細菌の同定技術等、地方ラボ職員は検査の基本とELISA
の概略であった。エルサルト・ラボでの研修によって、中間評価以降に地域ラボの診断技

術は向上した。
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　（２）セミナー等による家畜疾病診断技術・情報の普及

　「ブタの腸管感染症」、「トリインフルエンザ」、「ブタの呼吸器病症候群」、「病理解剖と採

材」、「免疫組織化学染色」等をテーマとしたセミナーが、中間評価以降９回開催された。

毎回50 ～ 70名の獣医や畜産農家が参加した。また、日本人専門家による講演会がグアダ

ラハラ大学生物学農牧学研究所（Centro Universitario de Ciencias Biologicas y Agropecuarias：
CUCBA）やCENASAで定期的に開催された。さらに、専門的な技術論文と有用な情報から

構成されるプロジェクト広報紙（ニュースレター）が９号（第３～ 11号、各号1,000 ～ 1,200
部）作成・配布された。その結果、関係者の家畜衛生に関する知識が向上した。

エルサルト・ラボでの研修

年 2001 2002 2003 2004 2005 2006 合計

回数 0 0 0 1 2 2 5

セミナー開催

年 2001 2002 2003 2004 2005 2006 合計

回数 0 2 4 2 2 2 12

３－４　プロジェクトの達成状況

　全26活動中、完了した活動は21、プロジェクト終了時までに完了見込みの活動は５であり、

すべての活動は完了したか、完了見込みであり、アウトプットは達成される見込みである。また、

プロジェクト目標もほぼ達成されており、上位目標もほぼ達成される見込である。

専門家講演

年 2001 2002 2003 2004 2005 2006 合計

回数 0 0 1 7 5 3 16

ニュースレター発行

年 2001 2002 2003 2004 2005 2006 合計

回数 0 0 2 4 4 4 14

プロジェクトの要約／活動計画 到達目標 達成度

活動 １．基礎的な検査技術の改善

1-1　ウイルス学的検査

1-1-1　発育鶏卵接種による家禽ウイル

スの検査技術

発育鶏卵による鳥類ウイルスの検査がで

きる。
4

1-1-2　細胞培養技術 細胞培養ができる。 4
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1-1-3　培養細胞を用いたウイルスの分

離・同定技術
培養細胞によるウイルスの検査ができる。4

1-1-4　血清学的診断技術 血清学的診断ができる。 4

1-2　細菌学的検査

1-2-1　標準菌株の導入
標準菌株が確保され細菌学的検査の参照

株として利用できる。
4

1-2-2　病原細菌の分離・同定技術
適切な検査材料の採材、培養、分離、同

定技術が向上する。
4

1-2-3　病原細菌の保存技術
主要分離菌及び標準菌株が保存され診断

用参照株として利用できる。
4

1-2-4　薬剤感受性試験法
病原細菌の薬剤感受性成績が治療に応用

できる。
4

1-3　病理学的検査

1-3-1　解剖、採材技術 組織検査のための採材技術が定着する。 4

1-3-2　組織標本作製技術
総合的診断を念頭においた正確な組織所

見が確保される。
4

1-3-3　特殊染色技術 組織所見の確実な裏付けができる。 4

1-3-4　各種疾病組織標本の観察 各種疾病の組織診断技術が向上する。 4

1-3-5　組織診断記録の保存
病理組織診断成績が CD へ保存され、将

来へ伝達される。
4

２．ハリスコ州で問題となっている家畜感染病の診断技術の改善

2-1　ウイルス学的検査

2-1-1　既に実施している各種診断技術

の点検改良
既存診断技術の問題点が明らかにされる。4

2-1-2　PCR 法によるウイルス検出技術 PCR 法による検査が可能になる。 4

2-1-3　ウイルスに対する抗血清の作製

および利用技術
必要な抗血清が得られる。 4

2-2　細菌学的検査

2-2-1　複数菌が関与する疾病の診断
複数病原体の分離・培養技術により、診

断の精度が向上する。
4

2-2-2　血清反応技術 血清学的な確定診断が可能となる。 4

2-2-3　血清型別用血清の作製と利用技

術

高力価血清が作製され、菌株の血清学的

型別等に利用できる。
3

2-2-4　PCR 法による菌種の同定と解析 分離菌の精度の高い解析が可能となる。 3

2-3　病理学的検査
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2-3-1　免疫蛍光染色技術
病理組織での抗原を検出することにより、

迅速で精度の高い診断が可能となる。
4

2-3-2　IHS 技術 同上。 4

2-3-3　免疫染色のための抗血清の作製 高力価抗血清が作製される。 3

2-3-4　病性鑑定材料の最終診断のため

の全分野会議の主催
病性鑑定材料の総合診断が可能となる。 3

３．ハリスコ州の家畜衛生関係者に対する研修

3-1　研修会等による診断技術の移転 地域診断所の診断技術が向上する。 3

3-2　セミナー等による家畜疾病診断技

術・情報の普及

家畜衛生関係者の衛生関連知識が向上す

る。
4

達成度 :
４：完了（既に完了している）
３：完了見込み（プロジェクト終了時までに完了見込み）
２：課題を残す（プロジェクト終了時までに完了が見込めない）
１：活動せず

プロジェクトの要約 指標 達成度
アウトプット

１．エルサルト・ラボにおける基礎的

な検査技術が改善される。

１．エルサルト・ラボにおいて基礎的な

検査技術の項目数が増加する。

A

２．ハリスコ州で問題となっている家

畜感染症に対するエルサルト・ラボで

の診断技術が改善される。

２．ハリスコ州で問題となっている９種

類以上の家畜感染病の診断が可能となる。

A

３．ハリスコ州における他の COMITE
ラボも含む家畜衛生関係者の衛生知識・

技術が向上する。

３．研修会及びセミナー等が年３回以上

開催される。

A

プロジェクト目標
ハリスコ州の COMITE のラボにおける

総合的な家畜感染症診断体制が強化さ

れる。

１．ハリスコ州の COMITE のラボにおい

て CDs 診断が可能となる。

A

上位目標
ハリスコ州における家畜衛生状況が改

善される。

１．CDs の衛生ステージが改善される。 A

達成度 :
アウトプットとプロジェクト目標については、達成度を以下のとおりに設定する。
A：アウトプットとプロジェクト目標は、ほぼ達成された。（達成率 80% 以上）
B：アウトプットとプロジェクト目標は、ある程度達成された。（達成率 60 ～ 80% 未満）

３－５　実施プロセス

　プロジェクトの前半の約３年間は、ウイルス学、細菌学、病理学の専門分野において、基礎的

な検査技術を中心とする技術移転が実施された。その結果、後半には習得した基礎的な検査技術
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野外観察・検査、指導活動

年 2001 2002 2003 2004 2005 2006 合計

回数 0 0 0 2 3 4 9

　プロジェクトの運営管理面では、プロジェクト全般の方針決定、計画の承認および実施状

況の確認のために、SAGARPA、SEDER、COMITE および JICA による合同調整委員会（Joint 
Coordinating Committee：JCC）が年１回、JCCメンバーにC/Pを加えたモニタリング会議が半年ご

とに実施され、プロジェクト管理は良好に行われた。さらに、プロジェクトの後半には、所長と

ラボ職員との、また日本側と「メ」国側とのコミュニケーションを強化するために、C/P会議や

業務打合せが実施され、情報の共有、職務規律の遵守、勤労意欲、チームワーク等の職場環境が

飛躍的に改善し、プロジェクトを適切に運営することが可能となった。

会議の種類 開催年月日 主要テーマ

第１回 JCC 会議 2002 年 12 月 4 日 ・2002 年度実績報告

・2003 年度計画報告

・PDM、 PO、 APO の説明

・運営指導調査団の報告

第１回モニタリング会議 2003 年 4 月 報告書不詳

第２回 JCC 会議

第２回モニタリング会議

2003 年 12 月 4 日 ・メキシコ側による進捗状況の報告

・モニタリング報告、日本側投入実績、次年度投

入計画の発表

・2004 年度活動計画（APO）の紹介

・新プロジェクトチーフアドバイザーの紹介

第３回 JCC 会議

第３回モニタリング会議

2004 年 9 月 14 日 ・プロジェクトに係る一般情報

・運営管理報告

・各分野のモニタリング報告

第４回モニタリング会議 2005 年 3 月 3 日 各分野のモニタリング報告（運営管理、ウイルス

学、細菌学、病理学、血清学、研修関連）

第４回 JCC 会議 2005 年 11 月 11 日 ・中間評価調査団の提言事項への対応

第５回モニタリング会議 進捗報告

・2006 年度投入計画

・各分野のモニタリング報告

第６回モニタリング会議 2006 年 5 月 17 日 各分野のモニタリング報告（運営管理、ウイルス

学、細菌学、病理学、血清学、研修関連）

第５回 JCC 会議 終了時評価結果の報告

に基づき、CDsに関するより高度な診断技術が移転され、エルサルト・ラボ内で活用されるよう

になった。また、病理分野だけでなく、他分野のC/Pも参加した野外調査では、農場での専門家

の技術指導により、C/Pは現場での対応・処理方法や状況把握等、ラボでは学べない技術を習得し、

知見を広めることができた。一方、農場関係者に対するエルサルト・ラボおよびプロジェクトの

広報にも役立った。
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第４章　評価結果

４－１　評価５項目による評価

　評価５項目に基づく分析の詳細は、付属資料７.評価グリッド（評価５項目）のとおりである。

　４－１－１　妥当性

　（１）本プロジェクトの必要性は高かった。

　ハリスコ州は、鶏肉・鶏卵および牛乳の生産高は国内第１位、牛肉および豚肉の生産高

では第２位を占めており（SAGARPAハリスコ支所談）、「メ」国随一の畜産州である。し

かし以前は、家畜衛生状況が輸出基準に達していなかったことから輸出はほとんど行われ

ておらず、畜産物はもっぱら国内消費に回されていた。

　そのため、畜産を主要産業とするハリスコ州において、家畜衛生状況の改善は緊急の課

題であり、地域診断所を中心とした家畜衛生診断体制を強化するとともに診断技術を向上

させることは不可欠であった。また、「ハリスコ州のCOMITEのラボにおける総合的な家畜

衛生診断体制が強化される」ことは、COMITEを構成するハリスコ州の畜産農家のニーズ

に合致した目標であり、本プロジェクトの必要性は高かったと判断される。

　（２）本プロジェクトは「メ」国の国家政策との整合性が高い。

　「メ」国は近年順調に経済成長を遂げる一方で、都市部と農村地域との所得格差が拡大し

つつある。農村地域での産業振興の観点から、国土の38%を占める自然草地・牧草地を有

効活用した畜産は有望な産業である。しかし、各種の家畜伝染病が存在するため、生体あ

るいは畜産物の処分や域外への移動には制限があり、経済的な損失が大きかった。

　そのため連邦政府は、国家および地域レベルで家畜伝染病の撲滅を目指し、家畜伝染病

の診断や監視、と殺場の監督、家畜衛生の改善に取り組んできた。国内から撲滅すべき疾

病として、AI、ND、鳥サルモネラ症、CSF、AD、BTb、ブルセラ病、麻痺性狂犬病、バベ

シア病の９種類を指定し、CDsとして、家畜の重要疾病の撲滅達成に向けた家畜衛生キャ

ンペーンを実施している。

　また、本プロジェクトの上位目標である、「ハリスコ州における家畜衛生状況が改善され

る」は、長期的には「農村地域の産業振興」に貢献するもので、国家政策に合致したもの

であり、本プロジェクトは「メ」国の国家政策との整合性が高いと判断される。

　（３）本プロジェクトは日本の援助方針と合致している。

　JICAの国別事業実施計画（2006年２月改定）によると、「メ」国に対する我が国の援助

重点分野は、１）人間の安全保障の向上と貧困削減のための協力、２）日墨経済連携協定

の施行に向けた協力、３）水の衛生と供給並びに森林の保全と救済に関する協力、４）地

球環境問題に関する協力の４分野である。また、JICAの援助重点分野および援助重点項目

として以下が選定されている。

＜援助重点分野＞

１．人間の安全保障の向上と貧困削減 
２．産業開発と地域振興
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３．地球環境問題および水の衛生と供給に関する協力

＜援助重点項目＞

日墨パートナーシップ・プログラム、南南協力支援

　「人間の安全保障の向上と貧困削減」における開発課題の１つは、「貧困地域の支援」で

あり、協カプログラムとして、「農村地域の支援」、「地場産業の支援」等が挙げられている。

本プロジェクトは、畜産を主要産業とするハリスコ州において、農村地域の畜産農家をター

ゲットグループとし、家畜衛生状況の改善を実現するために家畜衛生診断技術の向上を目

的としており、日本の援助方針に合致したものであると判断される。

　（４）本プロジェクトの活動主体は連邦政府および州政府の支援により運営されている。

　COMITEのラボの活動費の約３分の２は、連邦政府および州政府が振興する「アリアンサ・

コンティーゴ 2001 ～ 2006（あなたとの同盟）」プログラムを資金源としている。プログラ

ムには、ハリスコ州の主要産業である畜産業の振興とそのための家畜衛生状況の改善が含

まれている。すなわち、本プロジェクトの実施主体であるCOMITEのラボの活動は、連邦

政府および州政府の施策に基づいて支援されており、財政面からも妥当性は高いと判断さ

れる。

　（５）ターゲットグループの選定は適正である。

　本プロジェクトの主たる活動場所はCOMITEのエルサルト・ラボであり、主たるC/Pは

ラボの職員である。一方、プロジェクトのターゲットグループは「ハリスコ州の畜産農家」

である。プロジエクトによる直接の受益者はCCIMITEのラボ関係者である。しかし、ターゲッ

トグループとは、プロジェクトがその実施により正の効果をもたらすことを意図する主た

る人々、機関、あるいはグループのことであり、本来プロジェクトが目指す開発援助の対

象となるべき受益者（最終受益者）と理解すると、ターゲットグループの選定は適正であ

つたと判断される。また、COMITEのラボにおける総合的な家畜衛生診断技術の向上をめ

ざす本プロジェクトの実施は、ターゲットグループのニーズにも合致したものであるとい

える。

　（６）移転技術の優位性は高い。

　独立行政法人動物衛生研究所を中心とする日本の家畜衛生分野の技術は、世界的に高い

水準にある。これまで、国内および発展途上国で実施してきた、重要疾病の予防および撲

滅のための活動経験も豊富である。そのため、メキシコにおける家畜衛生分野の問題を解

決するために必要十分な技術および専門家を有しており、移転技術の優位性は高いと判断

される。

　以上のことから、本プロジェクトの妥当性は高かったと評価でき、終了時評価時でも高いも

のと判断される。
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　４－１－２　有効性

　（１）PDMの検討

　前述の第２章「２－２　終了時評価の方法（２）PDMの検討」で述べたように、最も新

しいPDM（第３版）において、指標で用いられている用語が不明確であったり、プロジェ

クト目標と上位目標との間に若千の乖離が認められたりした。プロジェクトの実施途中で

「プロジェクト要約」および指標の再検討が必要であつたものと判断される。しかし、プロ

ジェクトの有効性に大きな支障を来す阻害要因とはならなかった。

　（２）プロジェクト目標の達成度は高い。

　プロジェクト目標の達成度を測定する指標である「ハリスコ州のCOMITEのラボにおい

てCDs診断が可能となる」は、PDMの問題点で指摘したように、語彙に明確さを欠き、使

用された用語が適切であつたとはいえず、計画書における論理的な問題はある。しかし、

前述のプロジェクトの達成状況でも述べたように、既にプロジェクト目標は達成され、ター

ゲットグループヘ便益がもたらされていると判断される。さらに、エルサルト・ラボが「メ」

国認証機関であるメキシコ認定協会（Entidad Mexicana de Acreditación：EMA）の認定ラボの

資格を取得したことからも、「ハリスコ州のCOMITEのラボにおける総合的な家畜感染病診

断体制が強化される」というプロジェクト目標は、ほぼ達成されたと評価できる。

　（３）アウトプットは達成される。

　ハリスコ州の家畜疾病地域診断所は、本プロジェクトの発足により、2001年10月にトラ

ケパケ・ラボからエルサルト・ラボ（新設）に移設された。トラケパケ・ラボは、施設・

設備等の水準および診断技術の種類や水準に関して、畜産農家のニーズに十分に対応でき

なかった。エルサルト・ラボに移設されてからは、施設・設備が整備され、職員が増員さ

れるとともに、日本人専門家による技術移転およびC/Pの日本での研修が実施された。さ

らに、供与機材を主とする検査設備の整備が計画的に実施された。専門家による評価にお

いてもエルサルト・ラボの専門分野のC/Pの家畜衛生の診断技術の能力は、当初と比較し

て格段に向上しており、畜産農家のニーズに十分に対応ができる水準までに向上しつつあ

ると判断される。以上のことから、前述のプロジェクトの達成状況で述べたように、既に

アウトプットは達成されていると評価できる。

　（４）プロジェクト目標の達成にはアウトプットの貢献度が大きい。

　プロジェクト目標の達成は、アウトプットによってもたされたと判断される。先ず、

EMAの認定ラボの資格を獲得したことが挙げられる。EMA認証の資格要件は極めて厳し

く、施設・設備（インフラ、機材の整備）等のハード面および人材（技術・運営管理の能

力）等のソフト面の両方で厳格な基準を満たさなくてはならない。ハード面では、プロジェ

クトの開始により基準を満たす現在地にラボ施設が建設され、プロジェクトの供与機材に

より適切に整備された。さらに、ソフト面では日本人専門家による技術指導および日本で

の研修等により、C/Pの知識・技能水準が飛躍的に向上したことが、EMAの認証を可能に

したと判断される。

　一方、プロジェクトによる診断技術の向上により、診断結果の通知の迅速化および診断
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精度の向上が達成されるとともに、エルサルト・ラボに対する利用者の信頼度が向上した。

さらに、広報活動により、プロジェクトの知名度が向上した。C/Pに対する技術移転は順

調に進み、技術レベルは「メ」国内でトップレベルにあり、対外的な研修、セミナー等の

活動にその技術結果が生かされている。そのため、技術能力の向上による貢献度は高いと

いえる。以上のことから、アウトプットである「１．エルサルト・ラボにおける基礎的な

検査技術が改善される」、「２．ハリスコ州で問題となっている家畜感染病に対するエルサ

ルト・ラボでの診断技術が改善される」、および「３．ハリスコ州における他のCOMITEラ

ボも含む家畜衛生関係者の衛生知識・技術が向上する」により、プロジェクト目標は達成

されたと評価できる。

　（５）中間評価時の指摘事項

　中間評価時に問題点として指摘されていた「実験動物舎の建設遅延による抗血清作製未

着手」は、日本側からの促進要請と「メ」国側の努力により、実験動物舎は2005年２月に

竣工した。その後、設備の設置は４月までに終了し、活動は５月から開始された。現在、

小動物（ウサギ、ブタ）が飼育され、各種ウイルス、細菌の分離株同定作業、抗原接種技

術の導入、特異抗体血清の取得等の活動が実施されている。

　アウトプット「３．ハリスコ州における他のCOMITEラボも含む家畜衛生関係者の衛生

知識・技術が向上する」に関しては、CENASAの研修員１名（病理学診断）とUdG獣医学

科の教官２名に個別の研修を実施した。最終年度には、COMITEの地方ラボおよび他州の

ラボ職員に対しても研修を行っている。また、集団的な研修の一環として、セミナーの開

催やCENASA、CUCBA等の関連機関で専門家による講演も実施している。

　以上のことから、PDMに指標の表現やプロジェクト目標と上位目標との関係に若千の乖離

があったものの、プロジェクト運営は比較的順調に推移したと判断される。プロジェクト目標

は計画されたすべてのアウトプットと同様にプロジェクトの協力期間終了までに達成される

見込みであり、プロジェクトの有効性は高いと評価される。なお、終了時評価時点では完了し

ていない活動が若干あるものの、プロジェクト終了時までにアウトプットを産出し、プロジェ

クト目標の達成に貢献するものと判断される。

　４－１－３　効率性

　（１）日本側の投入は時期・質・量ともに適切に実行された。

　日本側の投入は、実施協議時の基本計画に基づき毎年の年間投入計画 (実施計画 )の策定

段階で、日本側と「メ」国側で協議・調整されており、「投入」は、アウトプットやプロジェ

クト目標の達成度に見合ったものであり、適切であつたと判断される。

１）日本人専門家の派遣

　プロジェクト開始当初、細菌学および病理学の長期専門家は約７カ月後に派遣され、

ウイルス学は最初の２年間をリーダーが兼務する等、投入の時期が延滞した。しかし、

その後の長期および短期専門家の派遣は、時期、期間、指導分野においておおむね適切

と判断される。本プロジェクトは、主にウイルス学、細菌学、病理学の専門３分野を対

象とする、協力期間５年間の技術協カプロジェクトであるが、長期専門家（業務調整を
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含む）は７名にとどめ、必要に応じ短期専門家14名を派遣している。短期専門家の人

数が比較的多いが、対象とする専門分野が多数であることを考慮すると妥当な人数であ

ると判断される。また、短期専門家を効率よく組み合わせたことはコストの削減につな

がっているものと推察される。

２）研修員の受入

　合計16名のC/Pが日本で研修を受けた。比較的多数であるが、うち６名は運営管理に

関する研修であり、本プロジェクトの実施機関が複数であるための人数である。一方、

専門技術に関しては血清学分野を考慮すると４分野に対して10名であり、妥当な人数

であると判断される。

３）機材の供与

　機材の供与は、納入遅延による活動スケジュールヘの影響が一部であったが、内容、

質・量ともにおおむね適切であったと判断される。供与機材は必要性の高いものに限ら

れており、プロジェクトの後半においては、自立発展性を考慮して供与機材の追加を制

限している。供与機材はほぼすべてが適切に管理使用されており、これらの投入は必要

最小限に抑えられたと判断される。また、中間評価時に、「短期専門家が利用する携行

資機材の到着が遅れたことにより、技術移転が可能な時間を短縮してしまう結果となっ

た」と報告されているが、その後資機材の通関手続きおよび搬送業務に改善がみられ、

活動に支障を来すような資機材の問題は再発していない。

４）プロジェクトの運営経費

　運営経費はプロジェクトの初期には小額であり、その後、専門家の派遣とともに活動

が本格化するに従い増加した。また、最終年度は「メ」国側の自立発展の確保の観点か

ら運営経費は最小限にとどめている。そのため、運営経費の規模および投入時期はアウ

トプットおよびプロジェクト目標の達成度に見合っていたと判断される。

　（２）「メ」国側の投入はほぼ適切に実行された。

　「メ」国側の投入は、プロジェクト開始当初は、専門分野のC/Pが少なく、さらに早期に

退職する者がいた。また、ローカルコストの負担では、負担分の支払いに時間を要すると

いう問題があった。さらに、ラボ施設の建設が遅れ活動の実施に影響した。しかし、効率

性に大きな支障を来す阻害要因とはならなかった。

１）C/Pの配置

　エルサルト・ラボにおける専門分野のC/P数は、プロジェクト開始当初は９名（ウイ

ルス学３名、細菌学４名、病理学２名）と少なく、さらにうち３名が早期に退職したた

め、専門家からの技術移転を確実に実施することが困難な場面もあった。しかし、2004

年以降、活動が本格化するに伴いC/Pは漸次増員され、終了時評価時には20名になって

おり、問題は解決した。プロジェクトの初期に退職したのは、病理学分野の３名である。

プロジェクト開始時参加の９名に対する割合では大きく、一分野に集中しているのは特

異であるが、ラボ所長を含め現在までのC/P全数23名中の３名であり、多いとはいえな

い。また、退職した３名は日本での研修を受けておらず、プロジェクトの成果を大きく

阻害したとはいえない。

　一方、日本で研修を受けた11名のラボ関係者で誰一人退職していないことは評価さ
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れる。

２）土地・施設の負担

　中間評価時に問題として指摘されていた「実験動物舎の建設遅延」は、日本側から

の促進要請と「メ」国側の努力により、2005年２月に竣工した。一方、「研修棟の建設」

は更に遅れ、2006年８月１日に開始され、11月の竣工を予定している。研修棟は実務

研修の場というよりも、多数の受講者を相手にするセミナーや講演の会場として予定し

ている。そのため、実績にある研修と同等の内容であれば既存施設で実施するのに支障

はなく、研修プログラムは漸次策定され、大学関係者やCOMITEの地方ラボ職員に対す

る研修も既に実施されている。そのため、研修棟の建設の遅れが活動およびアウトプッ

トの達成を阻害してはいないと判断される。

３）ローカルコストの負担

　日常業務用の資機材（試薬類、試験用消耗品、その他の資機材等）の購入のためのロー

カルコストの負担では、プロジェクトの当初は負担分の支払いに時間を要するという問

題があつた。しかし、プロジェクトの後半に入リ「メ」国側内部の意思の疎通が改善され、

必要資機材は業務に支障を来すことなく迅速に調達・納品されている。

　（３）実施体制はプロジェクトの効率性に貢献した。

　本プロジェクトの協力対象機関が自立的な運営基盤を確立していたCOMITEであったた

め、プロジェクトを効率的に実施することができた。また、プロジェクト全般の方針決定、

計画の承認および実施状況の確認のために、SAGARPA、SEDER、COMITEおよび JICAの４

者による JCCが年１回開催された（全期間で４回）。同様に、SAGARPA、SDER、COMITE、
JICAに加えて日本人専門家およびC/Pによるモニタリング会議が半年ごとに開催され（全

期間で６回）、適切なプロジェクト管理が行われた。これらの委員会の実施は、プロジェク

トの効率性に大きく寄与した。さらに、日本人専門家とC/Pによる月例会議により、良好

なコミュニケーションがとれたことが、プロジェクトの効率性を高める一因となった。一方、

日本におけるC/Pの研修では、技術的向上だけではなく、日本の規律や習慣に接したことは、

プロジェクトの効率性を高めることに貢献したものと判断される。

　以上のことから、投入は必要性の高いものを考慮し、可能な限り投入を抑えたうえでアウト

プットを実現しようとする姿勢が推察され、本プロジェクトの効率性は高いと評価される。

　４－１－４　インパクト

　（１）家畜衛生状況が改善された（上位目標が達成される見込みが推測される）。

　上位目標である「ハリスコ州の家畜衛生状況が改善する」は、プロジェクトが終了して

から数年後に発現するものと考えられるが、部分的には既に現時点でも達成されている。

プロジェクトの開始により、ハリスコ州の家畜衛生状況は大きく改善している。プロジェ

クトの開始以前には、CDsは１つも清浄化されていなかったが、NDおよび鳥サルモネラ症

は2005年１月に、CSFは2006年７月に清浄化された。また、BTbも、一部の地域で清浄化

され、AI、その他の疾病についても衛生状態は改善された。これらは、本プロジェクトに

よるインパクトの現れとしてとらえることができ、上位目標は達成されつつあると判断さ
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れる。COMITEのラボは、疾病のモニタリングに貢献し、プロジェクトによる技術と機材

の獲得は、疾病の管理と根絶の主要因となったと判断される。

　（２）上位目標はプロジェクトの効果として発現した。

　上位目標の達成は、すべてプロジェクトの効果によりもたらされたと判断することはで

きないが、プロジェクトが開始されたことにより、関係者のCDsの清浄化への意欲が高まっ

たことは事実である。またCSFに関して、2004年５月15日のワクチン接種禁止以降、清浄

性の確認のためのELISA抗体検査数が急増した。ELISA陽性個体が出た農場に関しては、

病豚の扁桃を採取して蛍光抗体によるCSFウイルスの検出検査を実施してきた。これらの

検査における検査検体数は膨大であり（ELISA：約６万検体、FAT：約２千検体）、プロジェ

クトにより診断技術が向上していなければ対応できなかったといえる。さらに、BTbに関

しても、細菌学的ならびに病理学的検査技術の向上により、精度の高い診断が可能となっ

た。このように、CDsの清浄化において、プロジェクトの果たした役割は大きいと判断さ

れる。

　（３）他州の技術的な向上に貢献した。

　アウトプット「３．ハリスコ州における他のCOMITEラボも含む家畜衛生関係者の衛生

知識・技術が向上する」を目的にハリスコ州の家畜衛生関係者に対する研修がエルサルト・

ラボで実施されている。対象には他州の関係者も含まれている。2006年の研修ではグアナ

ファト州のイラプアト・ラボの職員が検査の基本とELISA法を受講した。その結果、グア

ナファト州のイラプアト・ラボはCSFとADに関する認定ラボの認証をEMAに申請している。

さらに、本年も他州の２つのラボの職員に対する研修が計画されている。これらは、プロ

ジェクトの波及効果が州外で発現したものと評価される。

　（４）エルサルト・ラボの品質管理が向上した。

　「メ」国における家畜衛生診断所（ラボ）の事業運営には、官民を問わずSAGARPAの認

可が義務付けられている。さらに、レベルの高いリファレンスラボとして公に認められる

ためには、EMAがメキシコ公式標準（Mexican Official Standards：NOM）や ISO等に基づき

設定している厳しい書類審査および査察に合格し、その認定証を取得しなくてはならない。

現在国内には120近くの関連ラボが存在するが、総合診断ラボとしてEMAの認定を受けて

いるのは、CENASA、モンテレイ（北部）、メリダ（南部）の３カ所だけで、その他一部の

疾病診断検査のみが認定されているラボとして、ケレタロ（中部）、モレリア（西部）、ラ

ピエダー（西部）がある。

　エルサルト・ラボでは、EMAの認定に向けた体制づくり、書類準備等を行ってきた。そ

の結果、11の診断技術について2006年６月１日に総合診断ラボとしては西部地域で初の

EMAの認定を取得した（認証期間は2010年６月１日までの４年間）。「メ」国国内ではこの

種のラボは８カ所だけである。これは、過去４年間にわたるプロジェクトの活動に伴い、

ラボの資機材が整備されるとともに、日本人専門家による技術移転およびC/Pの日本での

研修によりラボの検査技術・診断能力が飛躍的に向上したことが、EMAの認定の取得に大

きく貢献したものと判断される。
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　（５）エルサルト・ラボの活動範囲が拡大した。

　プロジェクトにより設備および機材が整備された結果、ハリスコ州で問題となっている

クレンブテロールの検査が可能となり、エルサルト・ラボの活動範囲が広がった。なお、

現在エルサルト・ラボがハリスコ州で唯一クレンブテロールの検査が可能な機関である。

　（６）家畜衛生の重要性が周知された。

　プロジェクトによりエルサルト・ラボの家畜衛生の診断能力が向上し、CDsおよびその

他の疾病の検査・診断サービスが可能となった。その結果、畜産農家のニーズヘの対応能

力が飛躍的に改善され、利用者のエルサルト・ラボに対する信頼度も向上した。同時に、

プロジェクトを通し検査・診断体制が充実したエルサルト・ラボの存在が関係機関や利用

者／畜産農家に知れわたり、ラボの重要性と家畜衛生状況の改善の必要性が周知された。

例えば、獣医の推薦により畜産農家は、CDsであるADの検査の際にPRRS、APP、豚マイ

コプラズマ感染症等の他の疾病の検査も行うようになった。これは、家畜衛生管理の重要

さの意識が向上した１つの証拠である。

　（７）ハリスコ州の畜産業振興に貢献する。

　ハリスコ州は「メ」国随一の畜産州でありながら、家畜衛生状況の問題から畜産物の輸

出や移動が制限されており、経済的に不利益な立場にあった。プロジェクトの効果により、

ハリスコ州の家畜衛生状況が改善され、CDsのうち３疾病が清浄化された。そのため、今

後は他州への移出および輸出が可能となるため、畜産生産および輸出を増大させ経済開発

に貢献することが期待される。さらに、SAGARPAの畜産業の拡大および畜産物の輸出拡

大を図る政策の推進にも寄与することになる。既に、BTbも一部の地域で清浄化（条件付）

が実現し、米国農務省から子牛生体の対米輸出許可を獲得している。

　（８）中間評価時のマイナスインパクト

　中間評価時にマイナスインパクトとして指摘されていた「予算配分のエルサルト・ラボ

ヘの偏重」に関して、２地方ラボ（テパティトランおよびアウトラン）は、元来エルサルト・

ラボの出先の補助的機能として位置づけられており、予算も限定されていた。COMITEは、

地方ラボが担当する地域のBTbが清浄化されたため、アウトラン・ラボを廃止し、テパティ

トラン・ラボに集中強化する予定にしている。そのため、プロジェクトではテパティトラン・

ラボが必要とする技術の向上を図っており、プロジェクトによるマイナスインパクトは確

認されない。

　以上のように、プロジェクトの実施によリプラスのインパクトが認められ、今後、上位目標

が達成される見込みが推測される。なお、マイナスのインパクトは確認されなかった。

　４－１－５　自立発展性

　（１）協力終了後も制度的な支援が見込まれる。

１）政策的な支援

　「アリアンサ・コンティーゴ2001 ～ 2006」プログラムからの資金援助による家畜衛生
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キャンペーンは継続しており、SAGARPA、SEDER、COMITEによるキャンペーンの実

施体制は今後も維持される。たとえ今後、ハリスコ州の家畜衛生状況が改善されても、

家畜疾病のモニタリングを継続することは不可欠である。また、新政権も同キャンペー

ンを継続することにしており、SAGARPAとSEDERは、家畜衛生の診断技術の向上活動

への支援の継続を表明している。そのため、プロジェクトに対する政策的、制度的な良

好な環境は協力終了後も継続することが見込まれ、エルサルト・ラボの必要性と重要な

役割は今後とも継続するものと判断される。

２）「自立発展委員会」の設立

　「メ」国側は、プロジェクトによリエルサルト・ラボおよび地方ラボヘ移転された技

術（適正技術）が持続的に活用され、更に技術が適宜更新されるように組織的な活動が

継続できる体制を構築することを重視している。そのため、SEDERが中心となって関

係機関に働きかけ「自立発展委員会」を設立する基本合意がなされている。自立発展

委員会の設立趣旨は、「メ」国側関係者がプロジェクトの成果を維持継続させ、更に適

時更新・強化する適切な活動を実施していくことである。主なメンバーは、SAGARPA、

SEDER、COMITE、エルサルト・ラボ、CENASA等である。

３）C/Pの配置と定着状況

　専門分野のC/Pの人数は、プロジェクトの開始当初の９人から現在の20人へと増員さ

れた。初期に退職した３名を除けば、活動が本格化してからはC/Pの定着率は100%を

保持している。ラボの運営主体であるCOMITEは、職員に対し例年全国平均レベル（２

～３%)の給与改訂を実施している。最終年度（2006年）には、全国平均3.5%に対して

一律２倍の７%を適用した。これは、職員の定着に対するCOMITEの強い配慮であると

高く評価でき、当面は高い定着率を維持するであろうことが推察される。

　一方、「メ」国の経済状況を考えると、ラボの将来は有能な人材の定着のための給与

水準と大きく関係している。日本で研修を受けた人材は、民間で高く評価されるといわ

れている。また、社会保険などの雇用条件は民間の方が良いようである。そのため、民

間への転職には大きな魅力があることは事実である。そのため、職員が今後もラボに定

着することを保証するためには、福利厚生を含む雇用条件が転職の対象となる類似機関

の処遇と比較して遜色のないように、今後ともCOMITEの適切な対応が必要である。同

時に、退職するためにはラボ内の他の職員に対する技術移転を条件とする等、ラボ内で

の技術の継承や技術水準の維持のための方策を検討することが重要である。

４）関係機関との連携

　エルサルト・ラボは、連邦政府のCENASAとは、短期専門家派遣時の講演会、CDsの
診断技術に関するすり合わせ会議、モニタリング会議、資機材の相互調達等を通じて良

好かつ有効な協力関係を築いてきた。両機関がEMAの認定ラボであることから、診断

技術のすり合わせ、資機材の相互調達等において、更なる連携と協力が重要である。

５）運営管理能力

　ラボ職員の雇用、施設・設備の維持管理、日常経費に対する予算措置等、エルサルト・

ラボ全体に関する運営管理の業務はCOMITEが所轄している。一方、ラボでの受付・試

験・診断・結果通知等の実務上の運営管理は所長の責務である。プロジェクがほぼ計画

どおりに実施されたことから、COMITEとエルサルト・ラボ、プロジェクト実施機関で
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あるSAGARPA、SEDERおよびその他の関係機関との運営管理に関する関係は良好であ

ると判断される。

　（２）活動を維持するための財源確保が見込まれる。

１）必要経費の財源 
　職員の給与、施設・設備の維持管理費、その他機材の減価償却費等のエルサルト・ラ

ボおよび地方ラボの運営管理に必要な経費は、今後もCOMITEが責任を持って確保する

ことが確約されている。そのため、ラボは今後も円滑に運営できるものと判断される。

資金源は、SAGARPAおよびSEDERによる家畜衛生キャンペーン予算（公的援助）およ

び生産者からの拠出金である。また、「メ」国側では、ラボの家畜衛生診断サービスに

対する収入を運営経費として執行できる半独立採算制の導入を検討している。

　（３）移転された技術が定着する見込みが高い。

１）移転された技術の定着

　プロジェクトの実施により、C/Pの家畜衛生診断技術は大きく向上した。移転された

技術は、各専門分野で日常の業務において活用されており、着実に定着している。その

ため、協力終了後も技術レベルを維持していくことは可能であると判断される。一方、

プロジェクトによって能力が向上した人材がCOMITEのラボで活動を継続することは、

COMITEのラボの持続発展のためにも重要であり、今後も能力のある職員が継続的に活

動できるように考慮する必要がある。

２）総合的な診断体制の確立

　ラボの職員間の技術移転は、技術水準を維持していくうえで重要である。今まで、各

部門内で職員間の技術移転が実施されてきたが、今後は異なる部門間でも技術移転が促

進されることが重要である。総合的な診断体制を確立するために、エルサルト・ラボ内

におけるよリー層の技術研修を確実なものにし、部門間の連携を強化することが望まれ

る。

３）技術研修の継続

　診断技術は日進月歩であり、今後のニーズの変化にも柔軟に対応することが重要であ

る。今後とも定期的に研修を実施し、日常的に技術の刷新や知識の更新を図る必要があ

る。EMAの認定ラボとなったエルサルト・ラボでは、研修計画の策定。実施が義務づ

けられており、EMAの規定に基づいて対応することになっている。

2006年度研修計画（案）

年度 実施月（期間） 対象者および所属 研修内容 備考

2006

注）EMAの規定により、研修ニーズを事前に把握のうえ、毎年研修計画を策定する。
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４）施設・設備・機材の保守管理状況

　供与機材は良好な状態で維持されており、今後の活動においても使用可能である。施

設・設備・機材の適切な維持管理は、EMAの認証を保持していくためにも不可欠であ

る。EMAの規定では、ラボの施設・設備・機材の保守管理が義務づけられており、今

後、規定に基づいて実施していく予定である。機材の保守管理に関し、中間評価時に「メ

ンテナンス業者との契約未締結」が指摘されていたが、既に、メンテナンス業者と維持

管理契約を締結しており、維持管理費はCOMITEの年間予算に計上されている。 
５）現地の技術的ニーズとの合致

　日本人専門家の指導および日本での研修等によって移転された技術は、専門家が指導

助言する過程や野外調査のなかで、また、C/Pとの打合せ会議やCENASAとの試験法す

り合わせ会議において、ターゲットグループである畜産農家が求める技術的レベルや

ニーズの実際を確認しつつ検討されているため、基本的に現地のニーズに合致している

と判断される。一方、CENASAの主導による全国レベルのラボネットワークにおいて、

エルサルト・ラボは中部・西部地域の中心として、適正技術の普及事業においても重要

な役割を担うことが見込まれている。

テパティトラン・ラボ職員の研修

年度 実施月（期間） 対象者および所属 研修内容 備考

2006 ８月（１週間） Ramiro Padilla O. 血清学（ELISA） COMITEが調整

2006 ９月（１週間） 新規採用技術者 血清学（ELISA） COMITEが調整

注）ニーズに応じ、適時研修を計画・実施する。

他の機関関係者の研修

年度 実施月（期間） 対象者および所属 研修内容 備考

2006 11月（１週間）ま

たは12月（１週間）

UdG大学

CUCBA研究者

Leptospira sppおよび

Mycobacterium sppの検出技術

Brucella abortus および

Salmonella sppの同定技術

2006 11月（１週間）ま

たは12月（１週間）

UdG大学

CUCBA研究者

ブルセラ病の補体結合反応

注）ニーズに応じ、適時研修を計画。実施する。

近隣州のラボ関係者の研修

年度 実施月（期間） 対象者および所属 研修内容 備考

2006 ９月（１週間） イラプアト・ラボ

（グアナファト州）

IHS

2006 ９月（４～８日） トレオン・ラボ

（コアウイラ州）

組織病理学および細菌学、結

核の診断

注）ニーズに応じ、適時研修を計画。実施する。また、CSFについては、最近フリー宣言された中部・西部地域間の情報交換およ
び技術更新の一環としての研修制度が構築される見込みである。
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　以上のように、本プロジェクトで発現した効果は、制度面、財政面、技術面の観点から自立

発展性が高いと評価される。

４－２　効果発現に貢献した要因

　４－２－１　計画内容に関すること

　プロジェクトの対象地であるハリスコ州は、「メ」国随一の畜産州であり、家畜衛生状況の

改善が州の経済発展の課題となっていた。そのため、本プロジェクトが目指した家畜疾病の

低減を実現する家畜感染病診断体制の強化は、地域の強いニーズに的確に応えるものであり、

実施段階で直面した幾つかの問題にかかわらず、一定の成果を上げた要因と判断される。

　一方、本プロジェクトの実施主体が自立的な運営基盤を確立していた生産団体である

COMITEのラボであったため、プロジェクトを効率的に実施することができた。プロジェクト

の計画段階において、SAGARPAおよびSEDERは直接的な活動の中心とはならず、役割として

支援の立場が明確にされた。また、活動資金の多くを公的なプログラムから確保するととも

に利用者からの料金収入も投入できたことは、新たな予算措置が必要とならず、他の案件で

多くみられる財政的な問題が発生することがなく、効果発現に寄与したといえる。また、技

術協力のアプローチでは、日本におけるC/Pの研修をオンザジョブ・トレーニング（On-the-Job 
Training：OJT）により実施したことにより、技術移転において理論と実技とのバランスが保た

れ有効であった。さらに、エルサルト・ラボにおいて外部に対する実践的な研修指導も行える

ようになり、円滑な技術移転を図るうえで貢献した。

　４－２－２　実施プロセスに関すること

　プロジェクトの前半には、基礎的な診断技術の移転・定着を意図し、日本人専門家が各専門

分野のラボに常時入り、C/Pを直接指導していた。しかし、後半には、C/Pの自立性を醸成か

つ尊重するために、「手とり足とり」の指導に終始することなく、C/Pから質問や直接指導の

依頼が発生した場合にのみ即応するようになった。その結果、主にC/Pは、先ず自分達で考え

てから作業手順を習得したり、問題を解決したりする労を惜しまず、技術の追認を行う時また

は自力では解決困難な場合にのみ専門家の指導助言を仰ぐ姿勢がみられるようになり、C/Pの

自立性が顕著に発現してきた。これらのことにより、両者の良好な信頼関係を築くことができ、

効果発現を促進した要因となった。

　技術移転においては、専門家とC/Pとのコミュニケーションが重要な「要素」であるが、専

門家は、大きな会議を除き、現場ではなるべく通訳を介さず英語かスペイン語で直接C/Pとの

意思の疎通に努めた。一方、C/Pも英語学校に通う等、英語学習に積極的に取り組んだことに

より、双方のコミュニケーションは次第に密となった。双方がパートナーとしてプロジェクト

の目標を共有するとともに語学学習に努力しながら活動ができたことが、プロジェクトの効率

性を高めることに貢献した。この結果、専門家の技術移転を容易にするとともに、C/Pの技術

理解・吸収度を高めるのに寄与したと判断される。C/Pが移転技術を着実に習得したこと、そ

して自立性が醸成されたことがプロジェクトの自立発展にもつながることから、専門家とC/P
とのかかわりは適切であつたと評価される。

　プロジェクト全般の方針決定、計画の承認および実施状況の確認のために、JCCおよびモニ

タリング会議が定期的に開催され、適切なプロジェクト管理が行われた。これらの委員会の
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実施は、プロジェクトの効率性に大きく寄与した。また、専門家とC/Pによる月例会議により、

良好なコミュニケーションがとれたことが、プロジェクトの効率性を高める一因となった。さ

らに、C/Pの日本での研修内容が現地の業務内容に合致するように考慮され、帰任後の日常業

務に有効に活用されていることは、プロジェクトの自立発展性を高めることに貢献した。

４－３　問題点および問題を発生させた要因

　４－３－１　計画内容に関すること

　PDMにおいて、指標で用いられている用語が不明確であったり、プロジェクト目標と上位

目標との間に若干の乖離が認められたりした。PDMがプロジェクトの計画および管理運営の

ためのツールであるならば、計画時に指標設定を含め論理的なPDMが策定されるべきであり、

さらに、プロジェクト実施期間中に適切に修正されるべきであった。ただし、プロジェクトの

妥当性や有効性に大きな支障を来す阻害要因とはならなかった。

　４－３－２　実施プロセスに関すること

　プロジェクト開始当初、ラボ内の配線の一部が不備、ウイルス学および細菌学のレファレン

ス株が未整備、試薬類の迅速な調達の必要性、病理組織標本の作製技術の習得の必要性、組織

標本の鏡検用事例と病理組織標本の不足、ラボ内のLAN端末の構築等の技術面の他、管理運

営面においてはコーディネーターの固定的配置の必要性、プロジェクト関係者のコミュニケー

ション不足等の問題が発生した。しかし、その後は「メ」国側の努力により問題は徐々に低減

した。

　中間評価時に、C/Pの定着率の問題が指摘されていた。エルサルト・ラボにおける専門分野

のC/P数は、プロジェクト開始当初は９名と少なく、さらにうち３名が早期に退職したため、

専門家からの技術移転を確実に実施することが困難な場面もあった。しかし、2004年以降本

格的な活動に伴いC/Pは漸次増員され、終了時評価時には20人になっており、問題は解決した。

　「実験動物舎および研修棟の建設遅延」は、日本側からの促進要請と「メ」国側の努力により、

実験動物舎は2005年２月に竣工し、活動が実施されている。一方、研修棟の建設は2006年８

月１日に開始され、11月の竣工を予定している。これらの建設遅延は、効率性に大きな支障

を来す阻害要因とはならなかったが、投入が適切に実施されていれば、より効率性は増大した

ものと判断される。

　セミナー・講演による集団研修は比較的早い時期から実施されたものの、地方ラボの実務者

向け研修は、研修棟の建設遅延や地方ラボの体制上の事情により、本格的な実施は最終年に

なった。しかし、研修は引き続き定期的に実施されており、地方ラボの家畜衛生関係者の知識・

技術は向上しつつある。中間評価時に指摘された問題は、「メ」国側の努力により、プロジェ

クト実施期間の後半において多くが改善されている。

４－４　評価の結論

　「ハリスコ州のCOMITEのラボにおける総合的な家畜感染病診断体制が強化される」を目

的とする本プロジェクトは、連邦政府および州政府の政策、実施機関（SAGARPA、SEDER、
COMITE）の組織的ニーズ、さらにはハリスコ州の畜産農家の強いニーズに応えて実施された。

COMITEのラボの能力向上により、質の高い家畜衛生診断サービスの提供が可能となり、家畜衛



－ 33 －

生状況の改善を期待する本プロジェクトの妥当性、有効性は高いと判断される。一方、プラスの

インパクトも期待でき、自立発展性に関しては、制度面、財政面、技術面の観点から高いと評価

される。

　以上、評価５項目による評価結果から、計画内容、実施プロセスともに大きな問題はみられず、

上位目標の達成も見込まれることから、協力を計画どおりに完了することは適切であると判断さ

れる。今後は、総合的な診断体制を確立し、プロジェクトの成果を進展させるために、エルサル

ト・ラボ内におけるより一層の技術研修を確実なものにし、部門間の連携を強めることが重要で

ある。
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第５章　提言と教訓

５－１　提言

（１）プロジェクト自立発展委員会

　SEDERはプロジェクト終了後の自立発展とCOMITEラボの継続的発展のための「自立発展

委員会」の設置構想を有している。プロジェクトの活動を継続するためにも、プロジェクト

終了までに委員会を立ち上げる必要がある。

（２）COMITEラボの宣伝の強化

　プロジェクトおよびCOMITEラボの情報はニュースレターとホームページを通じて関係者

に伝えられている。特にエルサルト・ラボがEMA認証を取得したことは同ラボの業務と診断

サービスの品質を示す好例である。COMITEラボが一般に理解・認識され、それによってラ

ボの活動が活性化・強化されるよう、COMITEラボで可能な診断サービスとその品質につい

ての宣伝を促進するべきである。

（３）EMA認証の維持と実験動物舎のNOMへの適合

　EMA認証は４年ごとに更新され、更新のためには毎年のEMA監査チームによるモニタリ

ングを受けることになる。認証の維持のためにエルサルト・ラボとして引き続き努力するこ

とが必要である。また、実験動物舎については「メ」国の基準として求められるNOMに適

合しているか確認し必要な修正を行うことが求められる。

（４）共同活動と機材の共用のためのラボ部門間の技術移転による総合的診断システムの強化

　総合的診断システムが協力期間内において更に定着するように、既に行われているラボの

各部門間の共同作業による診断材料採取や検査・診断結果の検討などをはじめとする各部門

間が連携した診断活動の強化が求められる。

　乾燥凍結器などの機材はCOMITEラボ内の複数の部門で共同利用が可能である。これら機

材を良好な日常的メンテナンスの下で有効かつ効率的に利用するために、共同利用と利用技

術の共有を進めることが必要である。

（５）技術の更新と他のラボ・研究機関との連携

　良好な診断サービスを継続するために、また、特に将来の伝染性及び非伝染性家畜疾病の

発生に対応するための適切な技術を常に備えておくために、診断技術の向上に伴い技術を更

新していくことが必要である。したがって、CENEMA、大学、日本の機関を含む他のラボや

機関との技術的交流を構築することが必要である。

（６）技術者と技術の定着

　プロジェクトを通じて養成された技術者は、プロジェクトの成果として最も重要である。

「メ」国側が既にスタッフの定着のための対策を採っていることは評価できるが、さらにプ

ロジェクトの成果の継続と移転された技術の共有と定着を図るために、ラボの部門間および

スタッフ間の技術移転や技術の共有を進めるべきである。
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（７）診断用抗血清作製の継続

　ND、AI、PRRS、AD、ブルセラ病、豚萎縮性鼻炎などに対する抗血清がすでに作製され、

免疫血清学診断や免疫病理学診断への応用が進んでいるように、抗血清作製技術そのものは

すでに確立されている。しかし、実験動物舎の建設の遅れにより、いくつかの疾病に対応す

る必要な抗血清の作製が遅れていることから、診断サービスの品質を維持するために抗血清

作製に引き続き取り組む必要がある。

（８）研修施設整備を含む研修活動の強化

　セミナー、講義、他のラボからの研修員の受入はプロジェクトを通じて行われ、正のイン

パクトや成果の発現に貢献している。COMITEラボの重要な活動の１つである研修活動を強

化促進するために研修施設の早期完成が求められる。

（９）機材の保守管理

　これまでのところ新規に導入された機材の維持管理に支障はない。機材の保守管理や将来

の機材更新などについても保守契約の締結や減価償却費の積み立てなど、一定の活動や手立

てがみられており、プロジェクト終了後における活動の持続性は期待できる。引き続き機材

の定期保守管理と適切な使用に向け努力することが重要である。

５－２　教訓

（１）プロジェクト運営への受益者団体の直接的参加

　協力対象となったラボは生産者団体であるCOMITEに所属している。すなわち、COMITE
のメンバーはラボによる診断サービスの直接受益者である。このように、政府機関のラボに

対する協力とは異なり、プロジェクトの運営責任者と受益者が直接一致していることも、積

極的な予算措置やラボ職員の確保努力など、COMITEの主体的なプロジェクトヘの参加と実

施責任の発現につながった。

　COMITEのラボは、COMITEの会員以外にも診断サービスを提供している。検査診断は有

料であるが、農家単位だけではなく地域としての疾病対策が重要であるとの方針に基づき、

診断料金を払えない零細農家に対しては、検査診断料金をCOMITEとして負担している。こ

のように本件によるCOMITEのラボの強化は、零細中小規模農家に対しても裨益するものと

なっている。

（２）確立されたシステムの下での複数の組織の協力

　本件では COMITE、SAGARPA、SEDER の３組織が資金面、運営面で関係している。 
SAGARPAおよびSEDERがCOMITEのような民間団体組織を支援する「アリアンサ・コンティー

ゴ2001 ～ 2006」という、すでに実績と経験を有する既存のプログラムがあり、このプログラ

ムの枠組みを利用した形で、本プロジェクトにおける３組織の責任ある参加と相互調整が行

われたことも、プロジェクトの円滑な実施に貢献した。
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１．調査日程 

付属資料1．                調査日程 

 

 月日 曜日 調査内容  

1 7/17 月  成田→ メキシコシティ(評価分析団員) メキシコシティ 

2 7/18  火 JICA事務所打ち合わせ CENASA、 SAGARPA調査 メキシコシティ 

3 7/19 水 メキシコシティ→グアダラハラ  

プロジェクト打合せ、アンケート回収、インタビュー調査 

グアダラハラ 

4 7/20 木 インタビュー調査 グアダラハラ 

5 7/21 金 インタビュー調査 グアダラハラ 

6  7/22 土 資料整理 グアダラハラ 

7  7/23  日 資料整理 グアグラハラ 

8 7/24 月 (成田→ メキシコシティ:家畜疾病診断、計画管理団員)  グアダラハラ 

9  7/25  火 JICA事務所打ち合わせ(家畜疾病診断、計画管理) 

(メキシコシティ→グアダラハラ:家畜疾病診断、計画管理) 

団内打合せ 

グアダラハラ 

(メキシコシティ) 

10 7/26  水 プロジェクト専門家打合せ  

ハリスコ州政府、SAGARPAハリスコ支局表敬  

グアグラハラ大学視察、COMITE表敬・協議 

グアダラハラ 

11 7/27 木 第1回合同評価委員会(評価方法の説明〉 

プロジェクト進捗状況確認(達成状況と今後の課題の説明、質疑

応答) 

グアダラハラ 

12 7/28 金 カウンターパートとの協議(プロジェクト終了後の活動予定と

課題の説明、質疑応答)  

評価レポートに関する意見交換(インパクト、教訓など) 

グアダラハラ 

13 7/29 土 畜産農家調査  

(メキシコシティ→グアグラハラ:総括/家畜衛生団員) 

グアダラハラ 

14 7/30  日 団内打ち合わせ、評価レポート案作成 グアグラハラ 

15 7/31 月 補足ヒアリング調査、評価レポートに関する意見交換 グアダラハラ 

16 8/1 火 第2回合同評価委員会(合同評価レポート案協議) グアグラハラ 

17 8/2 水 合同評価レポート最終案協議 グアグラハラ 

18 8/3 木 第3回合同評価委員会(合同評価レポート署名)  

合同調整委員会(M/M署名) 

(グアグラハラ→ メキシコシティ) 

メキシコシティ 

19 8/4  金 SAGARPA報告  

JICA事務所報告  

在メキシコ日本大使館報告 

メキシコシティ 

20 8/5 土 (メキシコシティ発) 機中  

21 8/6 日 (成田着)  
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付属資料２．           主要面談者リスト 

 

1.メキシコ側関係者 

(1)外務省科学技術協力局(DGCTC) 

Jorge lbarra Salazar 局長 

 

(2)農牧業農村開発漁業食糧省(SAGARPA) 

Enrique Sanchez Cruz  家畜衛生局長(プロジェクトディレクター) 

Victor Manuel Villalobos Aambula  国際局コーディネーター 

Bernardo Orozco Sanchez  国際経済振興課長 

Pablo Arana Coldicar  ハリスコ支部連絡・事業統括コーディネーター 

Francisco de la Fuente Aguilar ハリスコ副支部長 

 

(3)国立家畜衛生診断サTビスセンター(CENASA) 

Diodolo Batalla Campero 所長 

Joaquln B. Delgadillo Alvarez 検定担当副所長 

Marcbla A. Mercado Pezzet 病理学・診断担当副所長 

 

(4)ハリスコ州政府 農村開発局(SEDER) 

Alvaro Garcia Chavez 局長  

Luis Manuel Raya Alvarez 農牧・果樹園芸振興部長 

Martin G. Martinez Cervantez 畜産部長 

Carlos Floreschapa de lta 家畜衛生次長 

Martha Patricia Kishi Sutto 評価コーディネーター 

 

 (5)ハリスコ州牧畜振興保護委員会(COMITE) 

Otillio Valdez Correa 会長 

Jesus Vega Navarro 書記 

Jesus Antonio Gonzalez Godoy 事務局長 

Ernesto Arambula Argote  事務局課長 

 

(6)グアダラハラ大学生物学農牧額研究所(CUCBA) 

Juan de Jesus Taylor Preciado 所長 

Jose Rizo Ayala 部長 

David Avila Figueroa 獣医学科長 

 

(7)畜産企業「PROAN」社 

Alberto Romo 経営者 

 

２．主要面談者リスト
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2.日本側関係者 

(1)在メキシコ日本大使館 

森武 浩一 二等書記官 

 

(2)JICAメキシコ事務所 

川路 賢一郎 所長 

安藤 孝之 次長 

佐藤 一朗 所員 

 

(3)JICA専門家 

山本 孝史 チーフアドバイザー／細菌学 

松村 博敏 病理学 

廣住 清 業務調整 
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３．協議議事録（M/M）、合同評価報告書
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